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事務連絡

令和 2年 5月 15日

厚生労働省保険局医療課

治療用装具の療養費支給基準について

襟記について、別添のとおり、地方厚生（支）局保険主管課長、都道府

県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者

医療主管部（局）後期高齢者医療主管諜（部）長あて通知したのでお知ら

せします。



地方厚生（支）局保険主管課長

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部）長〉様

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）長

保医発05 1 5第 1号

令和 2年 5月 15日

厚生労働省保険局医療課長

（公印省略）

治療用装具の療養費支給主基準について

標記については、昭和初年7月 24日付保発第 54号通知により運用され

ているところであるが、今般、同通知中記1により療養費支給基準とされ

ている障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に

要する費用の額の算定等に関する基準J（平成 18年厚生労働省告示第 528

号）の…部について、令和2年3月 31日厚生労働省告示第 157号をもって

改正された（別添参照）ので、関係者に対しj奇知徹底を図られたい。

また、料金の算定方法については、当該都道府燥の障害福祉主管課（部）

等との連携をとりつつ、その取扱いに遺漏のないよう努められたい。



都道府県知事

各指定 都市市長殿

中核市市長

降発 03 3 1第 1号
令和 2年 3月 31日

厚生労働省社会・援護局

陣容保健福祉部長

（公印省略）

！滋害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく「補装具の穏目、購入等に要する費用の綴の算定等に

関する基準j の一部改正について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 

年法律第 12 3号）第 5条第 25項及び第 76条第 2項の規定に基づく f補

装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」 （平成 18年

厚生労働省告示第 52 8号）の一部が、令和 2年 3月 31日厚生労働告示第

1 5 7号により別添のとおり改正され、令手口 2年 4月 1日から適用されるこ

ととなった。

ついては、下記の点を御了知いただき、重量管内市町村、身体惨害者更生相

談所、関係機関等に対し、周知願いたい。

寄己

1 趣旨

補装具の穏目、鱗入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成 18

年厚生労働省告示第 528号）について、関係団体へのヒアリング調査の結

果を踏まえ、所要の改正を行う。

2 改正の概要

( 1 ）種隠の追加



補装具の穣自について、 「人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の

修理に限る。） Jを新設し、修理基準に「人工内耳j の項目を追加。

( 2 ）種目の名称変更

「盲人安全つえJを f視覚障害者安全つえ」に改称。

( 3 ）用語の整理

・別表の 1の購入基準について、 「眼鏡」の「遮光用」の項中に「掛け

めがね式」を迫力目。

－別表の 3の修理基準について、「日艮鏡jの項中に「遮光用レンズ交換j

を追加。

3 運用上の留意事項

補装具製作業者等に対しでも、改正の内容を周知するとともに、製作技

術の充実及び技術水準の向上に努めるよう指導すること。



別添

0補装具の種問、購入等に婆する費用の額の算定等に関する基準
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律

第 12 3号）第 5条第 23項及び第 76条第 2項の規定に基づき、補装具の種目、

購入又は修理に姿する費用の綴の算定等に関する基準を次のように定め、平成 18 

年 10月 1日から適用する。

補装具の積問、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

1 陣容者の日常生活及び社会主主活を総合的に支援するための法律（平成 17年法

律第 12 3号。以下「法」という。）第 5条第 25 J頁に規定する原生労働J大臣が

定める檎装具の種目は、義肢、装具、座位保持装官室、視党隣審者安全つえ、義眼

眼鏡、補聴器、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車

椅子、電動車締子、段位保持椅子、起立保持具、歩行穂、頭部保持具、排便檎助

具、歩行補助つえ及び重度隊答者用意怒伝逮装置とし、次項から第 5J頁までに定

める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生

活環境等を特に考慮して市町村が費用を支給する檎装兵については、 jjlj表の規定

にかかわらず、法第 76条第 3項の規定による身体隊害者更生相談所その他厚生

労働省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。

2 前項ただし惑の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲 6

げる補装具の種目に該当し、かっ、別表の規定によらないものとする。

3 法第 76条第 2項の規定に基づき浮生労働大症が定める祷装具の購入等に係る

焚用の額の2基準は、別表の規定による価格の 10 0分の 10 6に相当する額とす

る。ただし、第 1項ただし警の補装具については、市町村が定める額とする。

4 次に掲げる購入等に係る焚用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、 jjlj還をの

規定による価格の 10 0分の 11 0に相当する額とする。

別表の 1の（ 5 ）の限鏡（遮光用及び弱視用を除く。）の購入

一 別表の 1の（ 5 ）の歩行補助つえ（プラットホーム杖に限る。）の購入
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三 別表の 3の（ 5 ）の盲人安全つえの項中マグネット付き石突交換

四 別表の 3の（ 5 ）の眼鏡の項中枠交換（遮光用及び弱視用に係るものを除く。

五 別表の 3の（ 5 ）の眼鏡の項中レンズ交換（遮光矯正用レンズに係るものを除

く。）

六 別表の 3の（ 5 ）の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、限鏡型平箇レンズ

交換、骨毒事式ポケット型レシーパー交換、 f号毒事式ポケット型ヘッドバンド交換

、FM型用ワイヤレスマイク充箇池交換、 FM型用ワイヤレスマイク充霞用 A

Cアダプタ交換、 FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン

交換

七 別表の 3の（ 5 ）の車椅子の項中クッション交換、クッション（ポリエステノレ

繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換、

クッション（ゲルとウレタンフォームの組合わせのもの）交換、クッション

（パルプを隣閉するだけで空気設を調整するもの）交換、クッション（特殊な

空気室構造のもの）交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、

特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換、クッションカバー（防水

加工を施したもの）交換、枕（オーダー）交換、日フレクタ（反射器一夜光反

射板）交換、テーブル交換、スポークカバー交換、ステッキホルダー（杖たて

）交換、栄養パック取り付けJf.Iガートノレ架交換、点滴ポール交換及び日よけ（

雨よけ）部品交換

八 別表の 3の（ 5 ）の電動車椅子の項中枕（オーダー）交換、バッテリー交換（

マイコン内蔵型に係るものを含む。）、外部充箇器交換、オイル又はグリス交

換、ステッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートノレ架交換

点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノ

ブ、こけしノブ）交換、レバーノブ各種形状（ Uノプ、十字ノブ、ベンノブ、

太長ノブ、 T字ノブ、梅小ノブ）交換、日よけ（雨よけ）部品交換、リフレク

タ（反射器一夜光反射板）交換及びテーブル交換

九 別表の 3の（ 5 ）の歩行補助つえの攻中凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換

十 別表の 3の（ 5 ）の重度隊答者用意思伝遼装燈の項中本体修理、固定台（アー

ム式又はテーブル霞き式）交換、固定台（自立スタンド式）交換、入力装置固

定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分l岐装霞交換、接点式入力装置（スイッチ）交

換、帯電式入力装霞（スイッチ）交換、筋電式入力装霞（スイッチ）交換、光

浴式入力装援（スイッチ）交換、呼気式（吸気式）入力装霞（スイッチ）交換

、圧爾素子式入力装置霊（スイッチ）交換、空気圧式入力装霞（スイッチ）交換

、視線検出式入力装i陸（スイッチ）交換及び遠隔制御装置交換

十一 別表の 3の（5）の人工内耳の項中人工内耳用音声信号処濃装霞修理

5 園、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一

般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具を購入又は修理する場合

の第 3項又は前項の費用の額の基準は、前 2項の規定にかかわらず、それぞれ第

3項又は前項に掲げる額の 10 0分の 95に相当する額とする。

前 文（抄） （平成 19年 6月 29日摩生労働省告示第 23 1号）

平成 19年 7月 1日から適用する。ただし、この告示の適用の目前に補装具の

購入等に係る申請があり、かっ、この告示による改正後の額がこの告示による改

正前の額を下回る場合には、補装具の購入等に要する望者用の額の算定に当たって

2 



は、なお従前の例による。

前 文（抄） （平成 20年 3月 31日厚生労働省告示第 14 7号）

平成 20年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （平成 21年 3月 31日厚生労働省告示第 20 9号）

平成 2~年 4 月 1 日から適用する。

前 文（抄） （平成 22年 3月 31日厚生労働省告示第 12 4号）

平成 22年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （平成 24年 3月 30日厚生労働省告示第 27 7号）

平成 24年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （平成 25年 1月 15日厚生労働省告示第 6号）

平成 25年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （平成 26年 3月 31日摩生労働省告示第 16 1号）

平成 26年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （平成 27年 3月 31日厚生労働省告示第 20 2号）

平成 27年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （平成 30年 3月 23日摩生労働省告示第 12 1号）

平成 30年 4月 1日から適用する。

前 文（抄） （令和元年 9月 2i:i厚生労働省告示第 10 0号）

令手口元年 10月 1日から適用するn

前 文（抄） （令和 2年 3月 31日厚生労働省告示第 15 7号）

令和 2年 4月 1白から適用する。
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別表

1 購入基準

( 1 ) 義肢ー殻構造義肢

名 称 型 式 使用材料・ 部 品 及 び 工 作 法 価 格 備 考

よ腕暴露手 装 飾 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 イの採裂区分に

要な材料・部品を滋択し、総み合わせて製作す よるウの基本価

ること。 格にエ及ひ’オの

ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良 それぞれ使用す

くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動 る材料・部品の

カを有効に伝えなければならないこと。 価格を合算した

蔚吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を 額とすること。

用い、股錦部に不t決感、疹痛、皮膚の扱傷を生じ

ないよう留意すること。

作 業 用 ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては、作

業中の繰返し祷盤、振動荷主章、衝撃に耐えられる

ょう留意し、信頼性を高めること。

その他は装飾用と同じ。

能 ノ、 アの慕本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

ン 要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

動 ド こと。

型 ソケットは、断端との適合に留窓し、装務J惑の良

式 手 さ、安定位、運動の伝遼性を確保するとともに、

音目 トータルコンタクト（全面接触型）を原則とする

付 こと。

コントローノレケーブノレ（伝導索）は、可機性の大
， 

きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単繊維を

ハウジング（ケーブル翰）とともに用い、摩擦に

よるケーブノレの扱耗とカの伝逮効率の低下を防ぐ

ことロ

j宵吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、そ

の適合はコントロールケーブノレのアライメントと

ともに義手の機能を左右することから適合と取付

けに細心の注意を払い、また、股瀦部を過度に圧

迫しないこと。

肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下

を来たさず信頼性の商いものであること。

フ手 手部は、使用中変形を来たさず倍瀕性の商いもの

ツ 部 であること。

ク 付 その他はハンド型手部付と伺じ。

型
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腐量産手 装 飾 用 屑継手は、可動で外転式、屈曲一伸展式又は複合

運動式とし、衣服の扱耗を防ぐために突起部のな

いよう留怒すること。

ノ、ーネス（胸郭撚）は、議手を璃部によく落ち着

かせるようその取付位置霊を注意して選ぴ、務脱に

便利な構造とすること。

その他は上腕重量手装飾用と同じ。

作 業 用 1筒継手は、必婆に応じ固定できること。

その他は上腕義手作業用と同じ。

古包 ハ手 腐継手は、装飾用と同じ。

動 ン部 コントロ」ノレケーブルの取付けにはその位援に留

式 ドイ寸 意し、コントローノレケーブノレに引強力が働くとき

事ま 裂 1宵継手が動かぬようにすること。

通 外観を良くするため、 1商幅の復元に留診すると

用 と。

その他は上腕義手能動式と同じ。

フ手 手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いもの

ッ部 であること。

ク 付 その他はハンド裂手部付と閉じ。

型

能 ハ手 ソケットの支持性を地すため、反対側の胸部まで

動 ン部 ソケット後墜部を延長する等特別の配慮：が必要で

式 ド付 あるとともに、疹摘、不快感のないよう適合に磁

璃 型 意すること。

申 j商吊りバンドの工作に際しては、反対仰iの｝商運動

鎖 を有効に利用するため運動盤塙幅機構等を用い、

’関 コントローノレケープノレのアライメントに際しては

切 、機能の向上に特に留露すること。

除 その他は能！liiJ式普通用と伺じ。

用 フ手 手部は、使用中変形を来たさず｛雷頼性の高いもの

ツ 昔日 であること。

ク 付 その他はハンド型手部付と向じ。

型

肘重量手 装 飾 用 上腕義手装飾用と同じ。

作 ！業 用 幹部は、作業穣目を考慮したものとすること。

その他は上腕義手作業用と同じ。

能 動 式 上腕義手能動式と向じ。

前腕義手 装 飾 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。
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ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良

くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注

意すること。

切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継

手部で回旋できることが必要であること。

作 業 用｜アの基本工作法により、ェ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付け

ること。

ソケット、幹部及び肘継手は、作業中の繰返し荷

重、振動荷重、衝撃荷笈に耐えられるよう材質及

び工作法を十分吟味すること。

能 ｜長ぺアの基本工作法により、ェ及びオよりそれぞれ必

断 ン｜婆な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

端ド｜こと。

動 ｜用 型iソケットは、切断端の運動を忠実に伝えるため及

」一一一寸ぴ装務感を良くするため、採型に細心の也替を払

長 フ｜うこと。また、断端長の許す限り二璽ソケットを

式同パ原則とすること。

端ク

用型

ト一一一一司ー

ハ

ン

ド

型

中

断

端

舟

一
フ

ッ

ク

型

中

断

端

用

長断端用には、前腕の回内外運動をできる

だけ良く伝えるようにソケット先端部の適合

に留窓すること。

中断端用には、肘の脂曲ー伸展運動を忠

実に伝えるとともに、 13 5＇の屈曲を妨げ

ることのないようにE留意すること。

短断端用には、ソケット及び前腕部が別個

に動く構造、いわゆるスプリットソケット構

造とし、屈曲待に切断端の脱落を妨止するた

め、ソケットは肘頭まで包含する構造とする

こと。

コントローノレケーブノレは、可換性の大きい平滑な

」一一一→鋼製ケーブル又はナイロン単繊維をハウジングと

短 ノ、｜ともに用い、ケーブノレの摩擦を少なくするととも

断ン に、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくする

端 ド ことロ

用型 蔚吊りパンドの適合及びアライメントは、コント

ローノレケーブノレのアライメントとともに能勤務手

短フ の機錨を左右することから、適合と取付けには特

断 ツ に留意し、舷輸は、肢鰭部の疹痛、不快感、皮膚

端ク の扱傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこ

用裂 と。

6 



手畿手 装 飾 用 前腕畿手装飾用と同じ

イ乍 3量 用 前腕革審手作業用と問じ。

能 !li)J 式 前腕務手能動式長断端用と同じ。

手部重量手 装 飾 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

手袋型とすること。

作 3提 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

宇都文は前腕部に回定できるようにすること。

手部には、作業に必要な装霞を付けること。

手指量産手 装 自前 用 アの2喜本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

主Eな材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

キャップ式又は手袋型のいずれかによること。

作 3提 用 アの基本工作法により、工及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

指部は、作業に適するよう形成すること。

股義足 常用 普通 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 大腿短断端を含む。

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

ソケットは、袋持寄J惑を良くするとともに完全に適

合し、かつ、勝’同・稜まで収納することにより、議

足を懸垂するようにすること。都ソケットの場合

は、ソケットの内側を牛クロム革で内擦りするこ

と。

回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防

止のため幣鋼で補強枠を組み、取り付けること。

大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保

つための配慮を必要とすること。

アルミニウム合金の場合には、防総処理を施すこ

と。

運動部分の継手については、防音と滅！撃に十分留

;19:すること。

カ アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

ナ 要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

ダ こと。

式 ソケットは、量産足の懸垂、体震支持及び運動性を

7 



確保すること。

歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは

特に精密に決定すること。

アライメントカップリング（軸位翻整装程変）を用

いて必ず試歩行を行うこと。

両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装程変を

取り付けること。

作 業 用 耐水性及び防蝕性に留意すること。

その他は足部を除き、常用普通と同じ。

大腿義足 常 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

ソケットは、装務感、体笈支持及び運動性を良く

するため、適合に留意し四辺型ソケットとするこ

と。

ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のい

ずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフト

インサートを省いてもよいこと。

アノレミニウム合金を使用する場合は、紡蝕処理を

施すこと。

吸連安式常用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 差込吸着式を含む。

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

ソケットは、切断端の解剖、生理学的特性に適合

した最適形状と軽度の圧迫によって、体議支持、

懸黍カを生じるので、適合には特に留意し、装着

感、切断端の変色、肉の盛りよがり、坐骨結節の

位置等を、十分吟味すること。

義足の組立てに際しては、試歩行により装務感、

安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行

い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの

調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めるこ

と。

膝継手の運動を制御するためのプレーキ装鐙は、

その機能が確実で信頼性のあるものを用い、使用

中の緩み、かじりつきのないものを用いること。

切断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善告の

ため、シレジアバンド（懸蚤帯）を用いてもよ

u、こと。

SACH}E昔日は、体重、健肢の足の寸法、常用す

る履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法

自



、性状で、かつ、信頼性の商いものを使用するこ

と。

切断端の状況の許す限り、 トータノレコンタクトを

原員ljとし、やむを得ない場合には切断端米部に空

気室を設けてもよいこと。

作 事長 用 iflil水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに

、十分な強度をもたせること。

その他は常用と伺じ。

日書義足 常 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す

ること。

ソケットの適合には綿密な注意を払い、主主務感を

良くするとともに運!f!IJ1生を確保すること。

ソフトインサ｝トは、必ずしも必要としないが、

断端末支持には断端末受を入れること。

下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形

を防止するよう十分留意すること。

膝縦i手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコン

トロールする構造又は装置を必要とするほか、防

音、運動部の減摩に留意すること。

膝継手は、衣服のtJil粍を防止するため皮革で包む

こと。

作 業 用 耐水性及び防蝕性に留Zますること。

その他は足部をl徐き、常用に同じ。

下E埋ま露足 常用 普通 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

（軽便 要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

式を合 こと。

む） ソケットは、体議支持とま童足の運動性のため、採

型に特に留~ーすること。

膝繊手軸の取イサイ立霞l立、椅mt師寺の快さ、歩行時の

ピストン運動及び遊脚H寺の義足の即Jきに盛大な影

型車を与えるので、入念にその位霞を決定すること

。

アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を

施すこと。

大腿もも締めの筋金は、歩容、義足の懸王監及び安

定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの

決定並びにもも締事の製作及び取付けには十分な

配慮が必要であること。

p アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 サイム切断を含む。

T 要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する
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B こと。

式 ソケットは、体質支持、安定性及び運動性を良く

するため、適合に留意し、アライメントカップリ

ング（納位置習整装程変）を用いて試歩行を行った上

で組み立てること。

精密な適合によってソケットのみを用い、ソフト

インサートを省いてもよいこと。その場合、切断

端末部はクッション材で支持すること。

外装は、強化プラスチック仕上げとすること。

膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸嚢パン

ドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との閥

に伸びのないベルト等をはさむこと。

膝継手金兵及び大腿もも締革は、用いないことを

原則とするが、切断端の状況によりやむを得ない

場合は、膝継手金具又は大量Eもも締革を用いても

よいこと。

適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行う

こと。

p ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、特

T に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせること

s によって義足を懸黍させること。

式 採型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、

修正することロ

その他はPT B式と同じ。

K 毒事足の懸垂は、内頼部の解剖学的構造によく適合

B したくさび又はFAJA Lの方法によって行われ

M 、証書重量骨部は露出するため、特に採型時及び仮

式 合わせ時の適合は、綿密に吟味することロ

』喜重量靭幣より上部のソケットは、左右方向に変形

しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形

成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を

十分吟味して、強度、岡lj性を減少させぬよう留意

すること。

その他はPT S王立と悶じ。

作 業 用 耐水性及び防蝕性に留意すること。

その他は常用普通と悶じ。

果重喜足 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 ピロゴブ切断を合

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する む。

こと。

義足の懸垂は、切断端の形状を利用し、ソケット

を切断端に閤定することによって行われるので、

10 



適合に十分留意すること。

足部は、遊動足部又はSAC H足部の構造特性を

利用したものとすること。

特にソケットと足部との結合昔日の強度を保つよう

に留意すること。

足根中足｜鋼板入 り｜アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

義足 ｜ ｜要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

足指義足

（注）

こと。

切断端の潤・突出部を讃儀しないようソケットの適

合とソケット構造に特に留意すること。

足底は、鋼板、ゴムベノレト等を挿入して弾性と強

度をもたせること。

足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底

は牛なめし事を張り付けること。

足 袋 型｜アの齢工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、

かっ、耐久性を増加するようにすること。

断端から臨までを包み足袋型とすること。

締付けは、前後いずれでもよいこと。

足部は、牛なめし革を張り付けること。

アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

駿部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋裂にし、

足昔日を包んで装着できるようにすること。

1 務手の作業用に付ける手先用具は、 3偲を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。

2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は構回定法により、太さは9mmとすること。

3 二重ソケットは、断。措の表簡を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するために

プラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮j曹接触扇には、軟性の材料を付加することがあること。

4 隊害者の殻構造義肢の耐周年数は、カの耐用年数によるものとすること。

5 障害児の殻構造義肢の使用年数は、キの使用年数によるものとすること。

11 



ア基本工作法

工 程 作 業 の 内 容

（ア） 断端の観察 断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び

特徴の把握

（イ） 採寸及び投影図の 情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定説びに記録並びに投影図の作成

作成

（ウ） 採型 ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び煩型、賜性モデルの注型及び取出し並びに陽性

モデノレの修正

（エ） 適合のチェック チェックYケットの製作、チェックYケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の

中心位霞の設定

（オ） 険性モデルの製作 チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデノレの修正、表衡の仕上げ及び乾燥

（カ） ソケット製作 ストッキネットの被務、強化材の付加、 PVAパックの被援、樹脂注型、取外し及びソケ

ットトロミング

（キ） 支持部材の外形の 議手：パラフィン、プラスチックフ宏一ムギプス等による支持部芯材外形の形成及び婆

形成及び婆言語の結合 棄の結合

畿足：股継手、藤継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の櫛盤

（ク） 組立て 務手継手等各部の紐合せ及び結合並びにハーネスの取付け

義足・アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ

及び総合、懸垂装綬の取付け並びに角度調整

（ケ） 仮合わせ 義手 ソケットトロミングの修正、ハーネスの網整及び機能の点検、義手操作の基本の

指導並びに適合の修正

義足・アライメントカップりングの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに

起立及び歩行の基本動作の指導

（コ） 外装及び仕上げ 務手・外形の研削、ストッキネットの被履及びラミネーション

義足 アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソ

ケットの適合及び機能の最終点検

（サ） 適合検主主 適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

12 
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ウ基本価格

名 称 採型区分 型 式 価 格円 倣 考

畿手用 A-1 装 飾 用 34,200 府甲H師事~間切断用は、 13, 700円増しとすること。

作 業 用 34,200 

能 動 式 45,500 

A 2 装 官5 用 36,300 吸え若式l土、 26,300円増しとすること。

作 3提 用 36,300 

能 動 式 42,600 

A-3 装 飾 用 33, 100 吸着式は、 26,300円増しとすること。

｛宇 業 用 33, 100 

能 即j 式 38,300 

A-4 装 飾 用 32, 100 頼上懸垂式は、 13,100円増しとすること。

作 業 用 32, 100 スプリットソケットは、 19,700円増しとすること。

能 動 式 33, 700 

A-5 装 飾 用 29, 100 

作 3提 用 29, 100 

能 動 式 33, 100 

A 6 装 宮市 用 11, 200 

｛宇 業 用 11, 200 

飽 動 式 16,800 

A-7 装 飾 用 8,900 

｛乍 業 用 13,000 

談足用 B 1 ~ι ' 皿 式 104,200 片側’骨機切断用は、 17,900円増しとすること。

カ ナ ダ式 104,200 

B-2 差 込 式 68,200 短断端切断用キップシャフトは、 51,100円土問しとするこ

ライナー式 113, 100 と。

lffk 雪量 式 156, 700 当主骨収納型ソケットは、 55,500円増しとすること。

B-3 差 込 式 66,500 大腿支柱付きは、 24,400円増しとすること。

ライナ一式 87, 400 

吸 え寄 式 131,000 

B-4 差 込 式 54,200 大腿支柱付きは、 24,400円増しとすること。

p T B 式 76,900 

p T s 式 92,200 

K B M 式 94, 900 

B-5 差 込 式 44,000 

有 窓 式 66,300 

B-6 23, 100 

B-7 17, 700 

（注）

1 頼上懸霊式は、ミュンスター式及びノースウエスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシりコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用

いる場合に限り、 45,400円加算できることD

3 坐骨収納型ソケットを除く吸務式、頼上課長霊式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラス
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名

チックを使用した場合は、 8,1501司加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場

合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はで

きないこと。

エ製作要務価格

（ア） ソケット

称 採型区分 使 用 材 料 価 格 備 考

円

議手用 A 1 アノレミエウム、セノレロイド 11, 000 

皮 革 9,000 

熱硬化性樹脂 20,200 

熱可塑性樹脂 5, 150 

A-2 アノレミニウム、セノレロイド 9, 750 

皮 革 11, 800 

熱硬化性樹脂 13,900 

熱可塑性樹脂 6,650 

A 3 アノレミニウム、セノレロイド 9, 750 

皮 革 12,800 

熱硬化性樹脂 13,900 

熱可塑性樹脂 4, 750 

A 4 アノレミニウム、セノレロイド 8,550 

皮 革 11, 700 

熱硬化性樹脂 13,600 

熱可渡性樹脂 4, 700 

A-5 アノレミニウム、セノレロイド 10,300 

皮 革 8, 850 

熱硬化性樹脂 12,900 

熱可I盟性樹脂 6, 700 

A 6 セルロイド 8, 350 

皮 主主 8,600 

熱硬化性樹脂 10,500 

熱可塑性樹脂 ・6, 500 

A-7 皮 主革 3,900 

熱硬化性樹脂 3,950 

熱可塑性樹脂 3,350 

畿 ,¥E用 B 1 アノレミニウム、セノレロイド 21,800 

熱硬化性樹脂 36,300 

熱可塑性樹脂 15, 000 
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B-2 木 製 49, 500 エアクッションソケットは、 15,500円増しとす

アノレミニウム、セノレロイド 14,500 ること。

皮 1事 19,200 ．ニ霊式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱硬化性樹脂 28,000 格を加算することができること。

熱可塑性樹脂 16,600 主たる機感材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注型を行う場合は、 17,700円増しとするこ

と。

B-3 アノレミニウム、セノレロイド 14,800 エアクッションソケットは、 15,500円増しとす

皮 2事 24, 700 ること。

熱硬化性樹脂 41, 400 二窓式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱可塑性樹脂 19,000 格を加算することができること。

主たる積l薗材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注型を行う場合は、 17,400円増しとするこ

と。

B-4 アノレミニウム、セノレロイド 11, 600 エアクッションソケットは、 14,100伺摘しとす

皮 革 17,300 ること。

熱硬化性樹脂 25,200 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

書I＼可塑性樹脂 13,200 格を加算することができること。

主たる穣腐材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注裂を行う場合は、 6,850向上回しとするこ

と。

B 5 アノレミニウム、セノレロイド 12, 100 エアクッションソケットは、 13,000円増しとす

皮 革 17,600 ること。

熱便化投機II旨 23,900 主たる綴j習材にカーボンストッキネットを用い

熱可駿性樹脂 10,300 樹脂注裂を行う場合は、 9,600円惜しとするこ

と。

B-6 セノレ口イド 11, 900 エアクッションソケットは、 12,200円滑しとす

皮 Z事 10,300 ること。

熱硬化性樹II旨 22, 100 主たる務腐材にカーボンストッキネットを用い

熱可塑性樹脂 10, 150 樹脂法型を行う場合は、 5,850円増しとするこ

ヒE

B-7 皮 革 9,000 

熱硬化性樹脂 20,000 

熱可塑性樹脂 9, 700 
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（イ） ソフトインサート

名 称 採型区分 使 用材 料 価 格円 備 考

務手用 A-1 皮 革 4,500 

軟性発泡樹脂 4,500 

皮箪・軟性発泡樹脂 7,650 

A-2 皮 革 3,950 

軟性発泡樹脂 4,400 

皮革・軟性発泡樹脂 7,350 

A-3 皮 革 3,950 

軟性発泡樹脂 4,400 

皮革・軟性発泡樹脂 7,350 

A-4 皮 革 3,800 

軟性発泡樹脂 4,350 

皮革・軟性発泡樹脂 7, 100 

A 5 皮 革 3,800 

軟性発泡樹脂 4,350 

皮革・軟性発抱樹脂 7, 100 

議足用 B-1 皮 2事 6, 750 

軟性発泡樹脂 5,050 

皮革・軟性発泡樹脂 10, 100 

B 2 皮 主主 5, 150 

軟性発渇樹脂 4,650 

皮革・軟性発泡樹脂 6,600 

皮革・フェノレト 9,250 

シリコーン 42,200 

B-3 皮 主革 5,800 

軟性発泡樹脂 4,800 

皮革・軟性発泡樹脂 9, 200 

皮革・フェノレト 10,250 

シ P コーン 45,500 

B-4 皮 2事 4,200 
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dβ ,_ 
軟性発泡樹脂 4,450 

皮革・軟性発泡樹脂 6,800 

皮革・フェノレト 7,900 

シリコーン 36,300 

B-5 皮 革 4,500 

軟性発泡樹脂 7,300 

皮革・軟性発泡樹脂 7,800 

B-6 皮 革 2,850 

軟性発泡樹脂 3,250 

皮革・軟性発泡樹脂 5, 700 

B-7 皮 耳立 2,200 

軟性発泡樹脂 2,550 

皮革・軟性発泡樹脂 4,450 

（注）

1 軟性発泡樹脂とは、 PEライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、’持’突起部号事に部分的に当てるものではなく、断端の全体を緩うものであること。
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（ウ） 支持部

名 称 型 式 部 位 使 用 材 料 価 格円 備 考

議手用 装飾用 屑 部 8,450 
能動式

上腕部 アノレミニウム、セノレロイド 7,600 

熱硬化性樹脂 23,600 

前 腕 部 アノレミニウム、セノレロイド 9,650 

熱硬化性樹脂 19,400 

作業 用 上腕部 7,600 j湾義手用及び上椀義手用に幹部を使用

する場合に限ること。

前 腕 部 9,650 前腕喜番手用に幹部を使用する場合に限

ること。

義足用 内吊 用 股 部 10,400 

大腿部 木 聾皇 30,900 

アノレミニウム、セノレロイド 31, 100 

熱硬化性樹脂 32,300 

下腿部 木 製 26,900 

アノレミニウム、セノレロイド 28, 100 

熱硬化性樹脂 31, 700 

足 部 軟性発泡樹脂 14,400 

作業用 大腿部 59,200 股幾足用及び大腿義足用に鉄脚を使用

する場合に限ること。

下腿部 28, 100 下腿義足用に鉄仰を使用する場合に限

ること。

（注）

1 議手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。

2 来談足用、足根中足義足用及び足指幾足用の場合に限り、足部を加えることができること。

3 五害義手で、ソケットに統く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接統のために修正を行う場合

は、 9, 000円増しとすること。

4 股義足で、ソケットに統く部分の形状を健側のように数えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な

修正を行う場合は、 10,500円増しとすること。

5 熱可塑性樹脂については、セノレロイドに準ずること。

20 



（エ） 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分 名 称 使 用 部 品 価 格円 備 考

奇書 璃義手用 胸郭バンド式府ハーネス一式 21,300 

手 屑たすき一式 10, 700 

用 上腕義手用 胸草~バンド式上腕ハーネス一式 21, 100 

ノ、 肩たすき一式 10, 700 

8字ハーネス一式 9, 750 

ネ 前腕毒事手周 j胸郭ノ〈ンド式前腕ハーネス一式 18,000 

ス B字ハーネス一式 7,850 

9字ハーネス一式 5,050 

たわみ式肘継手（一組） 2,450 

前方支持バンド 2,450 

上腕カフ（三頭筋パッド） 5, 100 

議 股義足用 懸垂帯一式 15,200 

足 大腿義足用 シレジアパンド一式 7,400 

懸 ］首吊り帯 6,400 

垂 II要パンド 8, 750 

用 機吊幣 1,650 

部 義足用股吊梢 2, 150 価格は、 1本当たりのものであること。

ロロロ 下!Ji!!義足用 』要パンド 8, 750 

横吊帯 2,300 

大腿もも締め一式 11, 600 

PT Bカフベノレトー式 8, 750 

（注）

1 肘義手用は、上腕務手用に準ずること。

2 手議手用及び手部務手用は、前腕義手用に準ずること。

3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。

4 サイム重量足用は、下腿義足用に準ずること。

5 下腿義足常用l緩使式の熔愛用膝カフは、 PT Bカフベノレトに準ずること。
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（オ）外装

名 称 外装部位 使用材料等 価 格円 備 考

義手用 1商 部 皮 革 5,600 

プラスチック 15,200 

塗 装 2,000 

上 腕 費目 皮 革 5, 700 

プラスチック 14,800 

塗 装 l, 750 

前 腕 部 皮 主革 5,600 

プラスチック 11, 600 

主主 装 1,850 

畿足用 股 普日 皮 革 10,350 

プラスチック 16,900 

塗 装 3, 300 

大 腿 昔E 皮 主革 8,500 

プラスチック 15,000 

塗 装 3,000 

下 腿 部 皮 主革 7,650 

プラスチック 13,000 

塗 装 2,600 

足 書店 表 高E 5, 100 

霊草 革 3, 500 

塗 装 3,350 

リアノレソックス 1,050 リアノレソックスは、完成用部品を加えることができるこ

と。

オ完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。
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カ耐周年数

（ア） 義肢本体

区 分 名 称 型 式 耐用年数年 備 考

事量 手 上腕義手 装 飾 用 4 耐周年数以内の破扱及び故罪事に際しては、

作 業 用 3 原則として修理又は調整を行うこと。

能 動 式 3 

l宵 議 手 装 飾 用 4 

作 業 用 3 

吉E 動 式 3 

肘 望邑 手 3 

前腕義手 3 

手 議 手 3 

手部 議 手 装 飾 用 1 

イ宇 業 用 2 

手指 義 手 装 飾 用 1 

イ宇 3器 用 2 

議 足 役 議 足 4 

大 lli!! 義足 常’ 用 3 

吸 着 式 5 

作 業 用 3 

日書 主事 足 焔9 用 3 

イ宇 業 用 2 

下車E義足 2 

果 議 足 2 

足根中足義足 鋼板入り 2 

足袋型 1 

足指義足 1 

（イ） 完成用部品

材料・部 品名 耐周年数年 封自 考

継 手 類 3 耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修

リストメタノレ 3 理又は調整を行うこと。

手 部 1 

手 袋 1 

足 音l 1 

その他の小部品（消耗品） 1 
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キ使用年数

年 齢 使用年数 備 考

。歳 4 月 使用年数は、年齢による

l～ 2歳 6 月 児童の特殊性を考慮して

3～ 5歳 10 月 定めたものであるが、使

日～14歳 1 年 周年数以内の故隊に際し

15～17歳 1年日月 次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 ては、原則として小部品

1 義絞本体のうち「手部義手JのT装飾用j、 「手指義手jの の取替えにより修理又は

「装飾舟」、 「足根中足義足Jの「足袋型」及び「足指義足J 調量産を行うこと。

2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具） J、 f手袋」

及び rJE部」

3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品） J 

備考

1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 ilDt周年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予認年数を示したものであるこ

と。
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(2) 畿放ー骨格構造義肢

名 称 型 式 使用材料・部品及び工作法 価 格 備 考

屑義手 装飾用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 イの採型区分に

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する よるウの基本価

こと。 格にエ及びオの

外形カパーは、容易に務脱できるように製作する それぞれ使用す

こと。 る材料・部品の

上腕務手 装飾用 十月害義手と同じ。 価格を合算した

前腕務手 装飾用 璃務手と同じ。 額とすること。

股義足 カナダ式 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必 片側骨盤切断用を含むも

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する のであること。

ことロ

外形カバーは、韓Ii端の状態、職業等を考慮して、

一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択

を行い、容易に着脱できるように製作すること。

大腿義足 差込式 股義足と閉じ。 キップシャフト（短断端

切断用）を含むものであ

ること。

吸 え雪式 目主義足と閉じ。 吸え奇式には、差込吸器式

を含むものであること。

』事務足 用 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必

要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作する

こと。

外形カパーは、断端の状態、職業等を考慮して、

軟性又は硬性の選択を行い、容易に務脱できるよ

うに製作すること。

下腿義足 p T B式 目事務足と同じ。

p T S式 膝義足と問じ。

KB  M 式 目主義足と閉じ。

長断搬用 日事務足と同じ。 サイム義足を含むもので

あること。ただし、この

場合外形カバーは加算で

きないこと。

（注）

1 二重ソケットは、韓！？端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するために

プラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。

2 障害者の骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとすること。

3 能華客児の骨格構造義肢の材料・部品の使用年数は、キの使用年数によるものとすること。

4 肩義手、上腕毒事手及び前腕章富手については、 6歳以上を対象とするものに限ること。
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ア 主主本工作法

工 程 f乍 業 の 内 4がきF・

（ア） 断端の観察 断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び

特徴の把握

（イ） 採寸及び投影図の 情報カ｝ドの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成

作成

（ウ） 採型 ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性

モデノレの修正

（エ） 適合のチェック チェッタソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の

中心位蜜の設定

（オ） 態別性モデルの製作 チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表前の仕上げ及び乾燥

（カ） ソケットの製作 ストッキネットの被覆、強化材の付加、 PVAパックの被液、樹脂注型、取外し及びソケ

ットトリミング

（キ） 支持部材の外形の 毒事手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要索

形成及び要索の結合 の結合

毒事足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の機墜

（ク） 組立て 義手：継手等各部の組合せ及ひ鴻合並びにハーネスの取付け

義足 アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ

及び結合、懸垂装燈の取付け並びに角度調整

（ケ） 仮合わせ 義手・ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、著書手操作の基本の

指導並びに適合の修正

議足 アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行

の基本動作の指導

（コ） 外装及び仕上げ 議手 フォームラパーの穴掘切及び外形の研削、ストッキネットの被覆

議足 アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びに

ソケットの適合及び機能の最終点検

（サ） 適合検査 適合及びアライメントの点検並びに操作の指導
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寸’ 書采歪迫E志づヨト

A 革宮語 弓子と

B 率重是 正邑

1 2 
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ウ基本価格

名 称 採裂区分 型 式 価 格円 備 考

議手用 A-1 装 飾 用 34,200 屑甲胸郭間切断用は、 13,700円摺しとすること。

A-2 装 飾 用 36,300 吸着式は、 26,300円増しとすること。

A-3 装 飾 用 32, 100 頼上懸垂式は、 13,100円増しとすること。

スプロットソケットは、 19,700円増しとすること。

義足用 B-1 カ ナ ダ式 104,200 片側骨盤切断用は、 17,900円増しとすること。

B-2 差 込 式 68,200 短自訴端切断用キップシャフトは、 51,500円増しとすること。

ライナー式 ll3, 100 坐骨収納型ソケットは、 55,500円増しとすること。

扱 書審 式 156, 700 

B-3 差 込 式 66,500 

ライナ一式 87,400 

吸 去費 式 131, 000 

B-4 差 込 式 54,200 大腿支柱付きは、 24,400円増しとすること。

、
p T B 式 76,900 

p T s 式 92,200 

K B M 式 94,900 

B 5 差 込 式 44,000 

有 窓 式 66,300 

（注）

1 頼上懸黍式は、ミュンスター式及びノースウエスタン式とすること。

2 YフトインサートのシPコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用

いる綴合にm;~ , 45, 400円加算できること。

3 坐骨収納型ソケットを除く吸務式、頼上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラス

チックを使用した場合は、 8,1501ヰ加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた

場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算

はできないこと。
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エ製作婆索価格

（ア） ソケット

名 称 採型区分

義手用 A 1 

A-2 

A-3 

議事足用 B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

B-5 

使 用 材 料

アノレミニウム、セノレロイド

皮 革

熱硬化性樹脂

熱可渡性樹脂

アノレミニウム、セノレロイド

皮 革

熱硬化性樹脂

熱可塑性樹脂

アノレミニウム、セノレロイド

皮 革

熱硬化性樹脂

熱可塑性樹脂

アノレミニウム、セノレロイド

熱硬化性樹脂

熱可E担性樹JJ旨

木 製
アルミェウム、セルロイド

皮 革

熱硬化性樹脂

熱可愛性樹脂

アノレミニウム、セノレロイド

皮 2存

熱硬化性樹脂

熱可主題性樹脂

アノレミニウム、セノレロイド

皮 革

熱硬化性樹脂

熱可塑性樹脂

アノレミニウム、セノレロイド

皮 草

熱硬化性樹脂

熱可塑性樹脂

価 格 備 考

円

11, 000 

9,000 

20,200 ' 

5, 150 

9, 750 

11, 800 

13, 90.0 

日， 650

8,550 

11, 700 

13,600 

4, 700 

21,800 

36,300 

15, 000 

49,500 エアクッションソケットは、 15,500円増しと

14,500 すること。
19,200 ニ霊式ソケットは、内ソケットの使用材料の
28,000 価格を加算することができること。
16,600 主たる綴j轡材にカーボンストッキネットを用

い樹脂注裂を行う場合は、 17,700円増しとす

ること。

14,800 エアクッションソケットは、 15,500円増しと
24, 700 すること。
41,400 二震式ソケットは、内ソケットの使用材料の

19,000 価格を加3卒することができること。

主たる穣扇材にカーボンストッキネットを用

い樹！Iii'注型を行う場合は、 17,400円出国しとす

ること。

11, 600 エアクッションソケットは、 14,100円増しと

17,300 すること。
25,200 二盤式ソケットは、内ソケットの使用材料の

13,200 価格を加算することができること。

主たる綴属材にカーボンストッキネットを用

い樹脂注型を行う場合は、 6,850円増しとす

ること。

12, 100 エアクッションソケットは、 13,000円増しと

17,600 すること。
23,900 主たる穣j璽材にカーポンストッキネットを汚
10,300 い樹脂注型を行う場合は、 9,600円増しとす

ること。
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（イ） ソフトインサート

名 称 採型区分 使用材料 価 格円 備 考

議手用 A-1 皮 革 4,500 

軟性発泡樹脂 4,500 

皮革・軟性発泡樹脂 7,650 

A-2 皮 革 3,950 

軟性発淘樹脂 4,400 

皮革・軟性発泡樹脂 7,350 

A 3 皮 主事 3,800 

軟性発泡樹脂 4,350 

皮革・軟性発泡樹脂 7, 100 

務足用 B 1 皮 2事 6, 750 

軟性発泡樹脂 5,050 

皮革・軟性発抱樹脂 10, 100 

B-2 皮 高主 5, 150 

軟性発泡樹脂 4,650 

皮革・軟性発泡樹脂 6,600 

皮革・フェノレト 9,250 

シリコーン 42,200 

B-3 皮 主革 5,800 

軟性発泡樹脂 4,800 

皮革・軟性発泡樹脂 9,200 

皮革・フェノレト 10,250 

シリコーン 45,500 

B-4 皮 主草 4, 200 

軟性発泡樹脂 4,450 

皮革・軟性発泡樹脂 自，800

皮革・フェノレト 7,900 

シリコーン 36, 500 

B 5 皮 Z事 4,500 

軟性発泡樹脂 7,250 

皮革・軟性発泡樹脂 7, 750 

（注）

1 軟性発泡樹脂とは、 PEライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、官’突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。
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（ウ） 支持部

名 称 価 格円 倣 考

屑 義 手 用 13,600 

上 腕 議 手 用 10,800 

品目I) 腕 手書 手 用 10, 700 

股 事量 足 用 16,300 

大 腿 義 足 用 16,200 

下 腿 議 足 用 10, 700 

（注）

1 R専務手で、ソケットに統く部分の形状を健ffii）のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合

l士、 8, 9501司均しとすること。

2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健担ljのように数えるため又は股継手の土台を穣属するために大瓶な修

正を行う場合は、 10,500円増しとすること。
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（エ） 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分 名 称 使 用 春日 品 価 格円 備 考

事基 府議手用 胸郭バンド式府ハーネス一式 21,200 

手 蔚たすき一式 10, 700 

用 上競義手用 胸郭バンド式上腕ハーネスー 21,000 

ノ、 式

麿たすき一式 10, 700 

ネ B字ハーネスー式 9, 750 

ス
前腕義手用 胸事Eパンド式前腕ハーネスー 17,900 

式

8字ノ、ーネス一式 7,850 

9字ハーネスー式 5,050 

上腕カフ（三頭筋パッド） 5, 100 

義 股義足舟 懸垂帯一式 15,200 

足 大腿義足用 シレジアバンド一式 7, 350 

懸 膚吊り帯 6,400 

垂 腰バンド 8, 750 

用 横吊橋 1,650 

吉日 義足用股吊帯 2, 150 価格は1本当たりのものであること。

品 下腿畿Ji!:用 n11パンド 8, 750 

4黄吊帯 2, 300 

大腿もも締め一式 11, 600 

PT Eカフベノレトー式 8, 750 

（注）

1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。

2 手議手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。

3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。 ， 

4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。

5 差込式下腿義足用軽使式の懸垂用膝カフは、 PT Bカフベノレトに準ずること。
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（オ）外装

名 君主、 価 格円 備 考

1胃 事昆 手 用 10,800 

上 腕 義 手 用 8,550 

前 腕 毒事 手 用 7,600 

股 望主 足 用 27, 100 

大 腿 義 足 用 21, 700 

膝 苦孟 足 用 19,400 

下 腿 義 足 用 17, 100 

（注）

リアノレソックスを必要とする場合は、オの完成用部品の価格を1,050円増しとすること。

オ完成用部品

議手用部品及び幾足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。
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カ耐用年数

材料・部品名 耐用年数年 備 考

パイプ（チューブアダプター） 5 耐周年数以内の故障撃に際しては、原則として小部品の取替えにより

高陸 手 類 3 修理又は澗援を行うこと。

ロストメタノレ 3 

手 昔日 3 

ターンテーブル 3 

手 袋 1. 5 

足 部 1. 5 

フォームカバー（務手舟） 1. 5 

フォームカバー（重量足用） 0 5 

その他小部品（消耗品） 1 

キ使用年数

年 齢 使用年数 犠 考

0～14歳 1 年 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかか 使用年数は、年齢による

わらず6月とすること。 児翠の特殊性を考慮して

15～17歳 1年6月 1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、 'fr. 定めたものであるが、使

記使用年数にかかわらず1年とすること。 周年数以内の故隊に際し

2 「フォームカパー（義足用） Jについては、左記使用年数に ては、小部品の取替えに

かかわらず日月とすること。 より修理又は調整を行う

こと。

備考

1 本表の価格は、医師の採裂技術料を含まないものであること。

2 耐周年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予惣年数を示したものである

こと。
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( 3）装具

区分 名 称 基 本 檎 造
使用材料・部

価 格 {ijfi 考
品及び工作法

下肢装具 股 装具 骨盤から大腿下部に及ぶもの アの基本ヱ作 イの採型区分

A 金属枠 法により、エ によるウの基

骨盤部が金属枠で作られているも 及びオにより 本価格にエ及

の。 5型支柱のものも含まれるこ それぞれ必要 びオのそれぞ

と。 な材料・部品 れ使用する材

B 硬性 を選択し、総 料・部品の価

骨盤及び大腿部が陽性モデルによ み合わせて製 格を合算した

ってモーノレドされたもの。補強用の 作すること。 額とするこ

支柱付きのものを2喜本とすること。 と。

1 不燃性セノレロイド

2 皮革

3 プラスチック

c 軟性

布を主材料としたもの

先 天 股 先天股脱に用いられる装具で、間-OU！下 jlJ在i!i'児に！浪る。

脱 装 具 紋に及ぶものを忍本とすること。

A リーメンビューゲノレ型（パブリッ

ク＇，If)

布又は皮革の帯によって股関節を

屈Jill｛立に保つもの

B フぇンローゼン型

三本の金属板の組合せで、股関節

を関排位に保つもの

c パチエラー型

岡大腿及び下腿コノレセットを金属

支柱でつなぎ、股関節を外転、内

旋、屈曲位に保つもの

D ローレンツ型

股関節を関排イ立に画定保持するも

の

E ランゲ型

股関節を外転位、程度屈曲位、強

い内旋位に固定保持するもの

内反足装具 A 短下肢装具型 障害児に限る。

下腿の上部から足底に及ぶもの。 外反足装具もこれに

詳細は、短下肢装具に準ずること。 準ずること。
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B 靴型装具製

詳細は、靴型装具に準ずること。

c デニスブラウンll¥IJ子

両側の足部を横棒によって結ぶも

の

1 足底板型

アルミニウムにフェルトの内張

りをしたものを基本とすること。

2 足部おおい型

3 靴型装具型

長下肢装具 ｜大腿上部より廷底に及ぶもの

A 両側支柱

下肢の長軸に沿って内外の両側に

金属の支柱をもち、大腿部と下腿部

においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ

以上の金属の半月をもつもの

1 高力アルミニウム合金

2 鋼

B 片側支柱

下肢の長軸に沿って内外のどちら

か一方に金属の支柱をもつもの

1 2高力アルミニウム合金

2 鋼

C 硬性

陽性モデルを用いてそーノレドされ

たもの。内外の両側に金属の支柱と

筒支柱を結ぶ金属の半月で補強され

ているものを基本とすること。

1 不燃性セノレロイド

2 皮革

3 プラスチック

D X脚又はO脚（際審児に限る。）

膝装具 ｜大腿から下腿に及ぶもの

A 両側支柱

内外側に金属支柱をもち、両支柱

を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿

部でそれぞれ一つ以上もつもの

E 硬性

隊性モデルを用いてモーノレドされ

たもの。金属支柱付きのもの及び平
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ぱねの入ったものも含まれること。

1 不燃性セルロイド

2 皮革

3 プラスチック

c スウェーデン式

D 軟性

布を主材料としたもの

短下肢装具 ｜下肢上部より足底に及ぶもの

A 両側支柱

下腿の長軸に沿って内外の両側に

金属の支柱をもち、岡支柱を結ぶ一

つ以上の金属の半月をもつもの

1 i窃カアノレミニウム合金

2 鋼

B 片側支柱

下肢の長軸に沿って内外のどちら

か一方に金属の支柱をもつもの

1 闘力アノレミニウム合金

2 鋼

c s型支柱

下腿の周凶をらせん状に走る金属

の支住をもつもの

1 i衛力アルミニウム合金

2 鋼

D S関総支柱

下腿の長1p1hに沿って走る銅線の支

柱と両支社ーを結ぶ金属の半月をもつ

もの。鋼総の文柱は、足関節のi悶さ

付近で円形に曲げられて、コイルば

ねo刈幾織をもたせであること。

E 板ぱね

下lli!!の後方に長軸に沿って走る金

属又はプラスチックのばねをもつも

の。ぱねの上端は、金属又はプラス

チックの半月につながるものとする

こと。

F liJ! t生

協性モデノレを用いてモーノレドされ

たもの（材料は不燃性セルロイド、

プラスチッ夕、皮革等）

1 支柱付き
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頼上部型プラスチッ

ク短下肢装具（NY

U型）及びS型プラ

スチック短下肢装具

は、硬性短下肢装具

（支柱付き）に含ま

れること。



金属の支柱と半月によって補強

されたもの

2 支柱なし

金属支柱のないもの

G 軟性

ゴムひもを用いて足関節を背脂位

に保つもの

ツイスター 骨盤格と足部を布ひも、ゴムひも又は

銅製ケーブルによって結び、下肢の

内外旋を制御するもの

A 軟性

布ひも又はゴムひもを用いたもの

B 鋼製ケーブル

鋼製ケーブルを用いたもの

足 底装具 足部に対する装具であって、靴型装具 E重f号線用装具は、柑1

以外のもの 商に含まれること。

A アーチサポート（ふまず支え） スピッツイ及びトム

足の縦アーチを支えるもので、中 ゼンライン（ふまず

足支えを含むものを基本とするこ 支え）は、 A-2に

と。 含まれること。

1 陽性モデノレを用いてモーノレドさ ランゲ（ふまず支

れたもの え）は、 A-2に含

2 採寸によって製作されたもの まれること。

B メタターサノレサポート（中足支

え）足の中足アーチを支えるもの

c t南協

1 2 cm未満

2 2 c m以上

D 内側及ひ外側襖

靴裂装具 医師の処方のもとに治療に用いられる 靴製装具の婆言語

靴であって、ふまず鏑の入っているも 一整形靴（隣性モ

のを基本とすること。 デノレから作成し

皮革又は布を主材料としたもの た特別製の木型

A 長靴 を用いるもの）

下腿の上部に及ぶもの ・矯正靴（内・外

B 半長靴（編上靴） 、反足の矯正用）

側革が果部より商いもの

c チャッカ靴

側革が巣部に及ぶもの

D 短靴

1W降客が果部より低いもの
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体幹装具｜頚椎装具 I J宵甲骨i•；（）＞ら頭蓋に及ぶものを基本とす

ること。

A 金属枠

B 硬性（スポンジラパーを含

む。）

陽性モデJレを用いてモーノレドされ

たもの

1 不燃性セルロイド

2 皮革

3 プラスチック

c カラー

1 あご受けのあるもの

2 あご受けのないもの

11 斜望買矯正用枕（隊怨児に限る。）

胸椎装具 ｜骨盤から胸背部に及ぶもの

A 金属枠

B 硬性（頚椎装具に準ずる。）

C 軟性

腰椎装具 ｜骨盤から1酬に及ぶもの

A 金属枠

B 硬性（頚椎装具に準ずる。）

C 軟性

仙服装具 ｜慨を含むもの

A 金属枠

B 便性（類推装具に準ずる。）

C 軟性

布を主材料にし、板ばねで補強し

たもの

D f号盤手持

脅盤を帯状に一周するもの

1 芯のあるもの

2 芯のないもの

慨症装具 ｜脊柱側離の矯正に用いるもの。原則

として24時間の連統装着しうるもの

であること。

A ミノレウォーキー型

f号機から頭部に及ぶもの
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高さ務撃は、カラー

の場合には適用しな

し、こと。

ナイトプレイスは、

金属枠腰椎装具に含

まれること。

ウィリアムプレイ

ス、 ll有屈プレイス

は、金属枠腰機装具

・腹部継手付に含ま

れること。

オスグッドプレイ

ス、コーノレドウェイ

トプレスは、金属枠

f山服装具に含まれる

こと。



B 頭部に及ばないもの

1 金属枠

2 硬性（仙勝装具に準ずる。）

3 軟性（帯状のものを含む。）．

上肢装具 璃装具 胸関節を外点位に保持するもので、骨

盤から前腕に及ぶものを基本とするこ

と。

A 金属枠

体幹の部分が金属枠のもの

B 硬性

陽性モデルによってモーノレドされ

たもの。金属支柱により補強された

ものも含まれること。

1 不燃性セノレロイド

2 皮革

3 プラスチック

c 分娩麻療用（隊審児に限る。）

肘装具 上腕から前腕に及ぶもの

A 両側支柱

両側に金潟支柱をもち、金属の半

月をもつもの

B 硬性

陽性モデルを用いてモーノレドされ

たもの。金属支柱により補強された

ものも含まれることロ

1 不燃性セルロイド

2 皮革

3 プラスチック

C 軟性

手関節背屈係 前腕から手部に及ぶもので、手関節を

持装具 背屈位に保持するもの

A パネル型

前腕書flと手部を板ばねによって結

ぶもの

B トーマス型

ゴムによって手関節を背屈位に、

母指を外転位に保つもの

c オッベンハイマー型

S同線を主材料として、手！謁節背

周、 MP伸展、母指外転位をとらせ
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るもの

D 硬性

1 不燃性セノレロイド

2 皮革

3 プラスチック

｜前腕ー叫もので欄を｜長対立装具

務屈位に保持し、母指を対立位に保つ

もの。高カアノレミニウム合金等にフェ

ノレトの内張りした構造を基本とするこ

と。

短対立装貝ー ｜母指を対立位に保つもの。高カアルミ

ニウム合金等にフェノレトの内張りした

構造を基本とすること。

把 持装具 ｜前腕から手昔日に及ぶもので、母指と示

中指閲におけるつまみを可能にするも

の。通常はi商カアノレミニウム合金等に

フェルトの内張切したものを基本とす

るが、プラスチックを主材料としたも

のも含まれること。

A 手関節駆動式

手関節の運動によってつまみを可

能にするもの

B ノ、ーネス駆動式

ノ、ーネスを力源、とするもの

MP厨曲補助 手昔日カミら示指より小指の基節に及ぶも

装具（ナック ので、 MP関節を屈曲文は伸展させる

ノレベンダー） もの

及びMP伸展 A パネル型

補助装兵（逆 ゴムを用いるもの

ナツタノレベン B プラスチック
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付属品として車いす

を加えることができ

ること。
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ア基本工作法

工 程 イ宇 業 の 内 容

（ア） f.ll.肢及び思部の観察 底部の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢伎の観

祭及び特長の把握

（イ） 採寸及び投影図の作成 情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作

成

（ワ） 採型 ギプス包帯法による陰性モデルの採君主

（エ） 陽性モデルの童話作 絵性モデルへのギプスの注型、陽性モデノレの修正、表面の仕上げ及び乾燥

（オ） 組立て 険性モデルにデザインの記入（アライメント）

フレーム 曲げ加工、組立て及び調整

モーノレド プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び網整

筋金、締め議、足部穣い、足底板、ネッ夕日ング、パッド、ベルト等の仮止め及び

各部の結合， 

（カ） 仮合わせ（中間適合検査） 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベノレト等の網整、試し

使用及び仕上げ

（キ） 仕上げ 筋金、締め革、足部署置い、足底板、ネックリング、パッド、ベノレト等の付属品の

取付け及び仕上げ

（ク） 適合検査 装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査
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ウ基本価格

名称

価 格
円 l

採裂区分 備 考
採 型 採 寸

下肢装具用 A 1 25, 700 7,800 

A - 2 39,500 15,400 

A - 3 29,000 14, 750 

A 4 18, 700 7,450 

A - 5 17, 100 7,250 

A 6 15,500 7, 100 

A 7 11, 200 6, 100 

A - 8 21, 700 7, 700 

A - 9 23,400 7,800 

A - 1 0 49,500 14,300 

靴型装具用 B - 1 15, 500 7, 100 

B - 2 11, 200 6, 100 

体幹装具用 c 1 30,200 8,200 

c 2 23,500 7,550 

c 3 

（金属枠、硬性） 23,000 7, 100 

（軟性） 7, 100 7, 100 

c 4 

（金属枠、硬性） 19, 700 6,950 

（軟性） 7,000 6,950 

c -5 

（金属枠、便性） 17,300 6, 750 

（軟性、骨盤帯） 6, 750 6, 750 

上肢装具用 D - 1 31, 400 8,300 

D 2 17,000 7, 250 

D 3 15, 500 7,000 

D 4 13, 700 6,800 

D 5 11, 000 6,200 

D 6 8,250 4,400 

（注）

1 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も商い価格とすること。

2 補肉足部（脚長差を補正するために使用するま事足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、 32,700円

増しとすること。

3 補i窃足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。

4 補高足部の場合は、エの（イ）のbの付属品等の加算婆紫として補高の価格を加算することができないこと。

5 採裂によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に
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掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加鋒できること。
( 1 ）チェック用装具が「大腿部j を含む場合 16, 600円
( 2）チェック用装具が「下腿部j を含む場合 15,500円
( 3）チェック用装具が「足部Jを含む場合 9, 100円

エ製作姿紫価格

（ア） 下肢装具

a 継手

名 称 種 類 価 格 円

股継手 問 定 式 日， 000

遊 動 式 7, 150 

膝 継手 間 定 式 5,900 

（片側） 遊 f出 式 6,400 

プラスチック継手 13, 700 

足継手 困 定 式 4,950 

（片側） 遊 動 式 5,850 

プラスチック継手 10, 150 

（注）

官8

1 翻定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができること。

考

2 遊動式継手は、継手のある文枝を使用する場合にのみ用いることができ、｜胡定・滋即J切幸子式のものも含まれる

こと。

3 銅線文柱は、遊励式の価格とし、片側を 1単位とすること。

4 短下肢装兵用の板パネ支柱は、足継手の遊即j式の価格とすること。

5 可憐般のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継

手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を 1単位とすること。
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b 支持部

名 称 穣 類 価 格
円

備 考

大腿支持部 A 半月 4,450 

B 皮革等

1 カフパンド

2 大腿コノレセット

c モーノレド

1 熱硬化性樹脂

2 熱可塑性樹脂

B 皮革等

1 カフバンド

2 下腿コノレセット

c モールド

1 熱硬化性樹脂

2 熱可塑性樹脂

足

B 足部

1 皮革等

大

2 モーノレド（熱硬化性樹脂）

3 モーノレド（熱可塑性樹脂）

c 標準靴

7, 700 

15,300 

25,200 

10,300 

4,250 

6, 550 

11, 900 

23,400 

8,800 

2, 400 I歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。

13,300 

6,900 

13,800 

7, 600 

足底装具は、 Bの足部に準ずること。

800 I標準革批完成用部品を加えることができること。

（注）

1 半月及び皮革の価格は、 1か所当たりのあのであること。

2 補商、ヒーノレの補正及び足底の檎正を必聖書とする場合は、（イ）の靴型装具に準ずること。

3 大腿支持部の坐’障・支持式は、 20,700円増しとすること。

4 下llfil支持部のPT B式、 PT S式及びKB M式は、 14,200円増しとすること。

5 足板の補強を行った場合は、 9,350円増しとすること。

6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることができることとし、カー
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ポンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。
( 1 ）大腿支持部 52,900円
( 2）下腿支持部 53,000円
( 3）足部のモールド 38,400円

c その他の加算要素

名 称 穏 類

膝サボーター 軟性（支柱付き）

軟性（支柱なし）

キャリパー

ツイスター 軟性

鋼製ケーブル

デニスブラウン

膝当て

T・Yストラップ

スタピライザー

ターンバックノレ

価 格円｜

15,800 

7,200 

18, 100 

5,200 

3, 150 

2,500 

4,250 

4,900 

16,800 

5,550 

備 考

ダイヤノレロック s. 050 Iファンロックは、ダイヤノレロックに含まれること。

伸展・ j菌曲補助装置 4, 350 Iパネ式又はゴム式を含むものであること。

補商足昔日 47, 700 

足底E軍事（すべり止め用） 1,800 

凶5さ溺E韮 3,500 

内張り 大腿部 2,000 

下腿部 1, 600 

足部 l, 200 

（注）

1 キャリバー及びツイスターを使用する場合は、オの完成用部品を加えることができないこと。

2 ヒーノレの補正及び足底の補正を必要とする場合は、（イ）の靴型装具に準ずること。

3 4雪・盤帯を使用する場合は、（ウ）の体幹装具に準ずること。

4 懸垂帯を使用する場合は、（ 1)のエの（エ）の義足懸垂用部品に準ずること。

5 繍i高足部とは、健肢とに大橋な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。

6 補司指定部は、完成用部品を加算することができること。

7 高さ閥撃の価格は、 1か所当たりのものであること。

8 内張りは、モーノレドの場合に限ること。
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9 デニスブラウンは、 6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称 種 類 価 格 円 術 考

日ーメンビューゲノレ 9, 750 

フォンローゼン型 13,900 

パチエラー型 29,000 

ローレンツ製 A モーノレド 15, 700 

B モーノレドフレーム

1 固定式 23,800 

2 PIM節式 25,500 

ランゲ型 35,400 

（注）

継手を使用した場合は、 aの継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。
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（イ） 靴型装具

a 製作要索

(a ）息足

名 称 種 類 価 格 円 備

短 靴 盤形靴 40,400 

特殊靴 50, 100 

チャッカ靴 整形朝t 41,800 

特殊靴 52,200 

半 f是 靴 整形靴 43, 100 

特殊靴 54, 100 

長 靴 空整形制t 45,800 

特殊靴 59, 700 

（注）

1 靴型装具は、右又は左のー剖ljを1単位とすること。

2 整形靴は、標準木型I~皮革、フェノレト等を張って、補正して作られるものとすること。

3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとすること。

4 グッドイヤー式及び7 ツケイ式の価格は、 21§1］椴しとすること。

考

5 靴2型装具に支柱を必要とする場合は、（ア）の下肢袋具、の製作要紫とオの完成用部品を加えることができるこ

と。

(b）健足

名 称 官自 格 円 制店 考

短 靴 25,000 

チャッカ靴 26,000 

半 長 靴 26,900 

長 靴 28,800 

（注）

1 右又は左のー側が健足である場合に加えることができること。

2 オの完成用部品を加えることができないこと。

3 グッドイヤ一式及び7 ツケイ式の価格は、 2割増しとすること。
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b 付属品等の加算要素

名 称 穏 類 価 格 円 備 考

月裂の延長 4. 150 

スチーノレパネ入り 5,200 足底より近位へ延長する場合に限ること。

トウボ、ツクス補強 2,550 

鉛板の挿入 2,650 

定背パンド 2, 150 

マジックパンド（裏付き） l, 450 3個を超える場合の超える分1個当たりとする

こと。

檎高 敷き革式 7,350 檎商が 2c mを超える場合は、超える部分につ

き2cm単位で 1,550伺を加算すること。

靴の補高 3,400 檎商が 2c mを超える場合は、超える部分につ

き2c m単位で l,050河を加算すること。

ヒーノレの補正 トルクヒール 5,850 

ウエッジヒーノレ 3,400 

カットオフヒーノレ

キーノレヒ｝ノレ

サッチヒーノレ

トーマスヒーノレ

逆トーマスヒーノレ

フレアヒール

階段状ヒーノレ

足底の補正 内側ソーノレ・ウエッジ 4,400 

外側ソーノレ・ウエッジ

デンバーパー 3,400 

トーマスパー

メイト一半月パー

メタターサノレパー

ハウザーパー

ロッカーパー

験型踏み返し
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（ウ） 体幹装具

a 支持部

名 称 種 類

頚椎支持部 A モーノレド（熱可塑性樹脂）

1 支柱付き

2 支柱なし

B フレーム

c カラー

1 あご受けあり

2 あご受けなし

胸椎支持部 A モーノレド（熱可塑性樹脂）

1 支柱付き

2 支柱なし

B フレーム

c 軟性

腰椎支持部 A モーノレド（熱可塑性樹脂）

1 支柱付き

2 支柱なし

B フレーム

c 軟性

｛山脇支持部 A モーノレド（熱可塑性樹JI旨）

1 支柱付き

2 支柱なし

B フレーム

c 軟性

D 7号鍵f；手

1 芯のあるもの

2 芯のないもの

’骨綾支持部 A 皮事（補強材を含む。）

B モーノレド（熱可塑性樹脂）

ベノレピックガードノレ

価 格 円 品1 考

モ｝ノレドのサンドイツチ構造は、 18,000円増しと

38,800 すること。

30，口00

28,900 

13,900 

11, 200 

モーノレドのサンドイツチ構造は、 14,600円増しと

39,200 すること。

28,600 

40, 700 

23,900 

モーノレドのサンドイツチ構造は、 11,000円増しと

26,200 すること。

19,500 

32,800 

18, 700 

モーノレドのサンドイツチ構造は、 9,450円増しと

21, 100 すること。

15,500 

28,600 

16, 700 

16,200 

10, 700 

42, 100 側軍事疲装具の場合に限ること。

30,200 モールドのサンドイツチ構造は、 20,800円増しと

すること。
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b その他の加算要素

1t 称 種 類 価 格 円 備 考

体幹装具付属 品 高さ調整 3,500 

ターンパックノレ式 5,450 

腹部継手 6, 000 

ノミタフライ 9,500 

罵バンド 3,050 

会陰ひも 2,200 

目重圧強化バンド 3,050 

側事寄症装具付属品 胸椎パッド 5,400 

腰椎ノミッド 4,900 

ショノレダーリング 15,000 

服繍パッド 3,950 

アウトリガー 2,950 

前方支柱 12, 000 

後方支柱 13,500 

制lj方支柱 5,350 

ネックリング 2, 150 

胸郭バンド（プラスチック製） 17,400 

内 張 り 頚椎支持部 3,250 

胸椎支持部 4,000 

腰機支持部 3,600 

仙脇支持部 2, 150 

（注）

1 路さ百周畿の価格は、 1か所当たりのものであり、額椎装具についてのみ加算することができること。

2 バタフライについては、モーノレド又はフレームの場合にのみ加えることができること。
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（エ） 上肢装具

a 継手

名 称 種 類

解継手 A 掴定式（片側I)

B 遊動式（片側11)

c 1宵凹旋装霞

肘継手 A 国定式

（片側） B 遊動式

c プラスチック継手

手継手 A 固定式

（片側） B 遊動式

c プラスチック継手

D 銅線支柱

M P継手 A ll1J 定式

B 遊 rr~J 式

I P継手 A 回定式

1 金属（アノレミニウム）

2 モーノレド（熱可塑性樹）Ji;/)

B 遊間j 式

c S陣線支柱

（注）

価 格 円 明白

5,950 

9,300 

21,000 

4,250 

4, 250 

11, 000 

3, 500 

7,000 

9, 750 

6, 550 

4,250 

4, 750 

2,600 

2, 100 

3,550 

1,850 

1 国定式継手は、継手のない支住を使用する場合にのみ用いることができること。

考

2 i盤!liiJ式認陸手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、岡定・遊間J切替式のものも含まれる

こと。

3 プラスチック継手は、オの完成用部品を加えることができないこと。

55 



b 支持部

名 称 種 類 価 格 円 備 考

胸郭支持部 A モーノレド（熱可塑性樹脂） 14,200 

（半身） B フレーム 日， 550

骨盤支持部 A モーノレド（熱可塑性樹脂） 15, 700 

（半身） B フレーム 15,500 

上腕支持部 A 半月 3,950 

B 皮革等

1 カフバンド 5,550 

2 上腕コノレセット 9, 150 

c モーノレド（熱可現性樹脂） 8,550 モーノレドのサンドイツチ構造は、 6,800円増し
とすること。

前腕支持部 A 半月 4, 100 

B 皮革等

1 カフノ〈ンド 5,650 

2 前腕コノレセット 7,300 

c モーノレド（熱可塑性樹H~） 8, 150 モーノレドのサンドイツチ構造は、 7,000円増し
とすること。

手部背側lパッド A モーノレド 2,450 

B フレーム 2, 350 

手書室パッド A モールド 3,800 

B フレーム 4, 400 

（注）

半月及び皮革の価格は、 1か所当た引のものであること。
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c その他の加算要索

名 称 種 類 価 格 円 備 考

基節骨パッド モーノレド 2, 700 価格は、背側若しくは傘制IJJ<:はその両方を 1単位とすること。

フレーム 3,900 

中・末節脅パッド ！モーノレド 2, 250 価格は、背側若しくは縁組lj又はその両方を 1単位とすること。

フレーム 1,800 

対立パー 5,200 

Cパー 4,000 

アウトリガー 2,550 

伸展・屈曲者自助パネ 2,550 価格は、 1か所当たりとすること。

肘当て 3,400 

ターンパックノレ 5,550 

ダイヤノレロック 8,050 

内張り 上腕部 1,200 

前腕部 1,050 

手部 950 

（注）

1 肘伸展・屈曲補助パネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、（ア）の下肢装具に準ずること。

2 懸垂帯を使用する場合は、（ 1）のエの（エ）の義手用ハーネス及び義足懸愛用部品に潜ずること。

3 内張りは、モーノレドの場合に限ること。

オ完成用部品

部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。
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カ 耐用年数

（ア） 装具本体

区 分 名 称 裂 式 耐周年数年 備 量雪

下肢装具 股 装 具 金属枠 3 耐用年数以内の破損及び故控室に際しては、 E京

礎 性 3 則として修理又は調整を行うこと。

軟 性 2 

長 下肢装具 3 

膝 装 兵 両親i支柱 3 

硬 性 3 

スウェーデン式 2 

軟 性 2 

短 下肢装具 荷側支柱 3 

片側支柱 3 

S裂支柱 3 

鋼線支柱 3 

板ばね 3 

硬 性（支柱あり） 3 

石見 性（支柱なし） 1 5 

軟 性 2 

ツイスター 軟 性 2 

室岡 索 3 

足底装具 1. 5 

靴型装具 1. 5 

体幹装兵 頚椎装具 金 J/j, 枠 3 

硬 性 2 

カ フー 2 

胸椎装具 金属枠 3 

硬 性 2 

軟 性 1 . 5 

腰椎装具 金胤枠 3 

硬 性 2 

軟 性 1 5 

仙 腸装具 金属枠 3 

ftl!! 性 2 
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軟 十生 1 5 

骨盤帯 2 

側奄症装具 ミノレウォーキー型 2 

金属枠 2 

~J! 性 1 

軟 4生 1 

上肢装具 E重 装 具 3 

肘 装 具 両側支柱 3 

硬 ｛性 3 

軟 性 2 

手関節背屈保 3 

持装具

長対立装兵 3 

短対立装具 3 

把 j守装兵 3 

M P屈曲補助 3 

装兵

MP伸展補助 3 
装具

f旨 豊E J主 3 

B F 。 3 

（イ） 完成用部品

材料・部 品名 耐周年数年 備 考

市出 手 類 1. 5 耐周年数以内の故隊に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又

手 部 1. 5 は語審墜を行うこと。

足 部 1 

その他の小部品（消耗品） 1 
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キ使周年数

年 齢 使用年数 備 考

。歳 4 月 使用年数は、年齢による

l～ 2歳 6 月 児童の特殊性を考慮して

3～ 5歳 10 月 定めたものであるが、使

日～14歳 1 年 周年数以内の故隊に際し

15～17歳 1年6月 次については、友記使用年数にかかわらず1年とすること。 ては、原則として小部品

1 装具本体のうち「側湾症装具Jの「硬性」及び「軟性」 の取替えにより修理又は

2 完成用部品のうち「足部」 調整を行うこと。

3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」

備 考

1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであ

ること。
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( 4) 座位保持装置

種目 使用要素・部品及び工作法 価 中事 iillt周年数 備 考
年

座 ~位保持装霞として製作されるものについては、機能軽量 イの身体部位区分に 3 耐周年数以内

イ立 容の状況により、鹿位に類似した姿勢を保持する機能を有 従いウによ0算定し の破損及び故

保 する装震を含むものであること。 た基本価格に、エ及 織に際しては

持 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要 ぴオのそれぞれ使用 、原則として

装 索・部品を組み合わせて製作すること。 する要索・部品の価 修理又は誘致

置 成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。 絡を合算した価格と を行うこと。

過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。 すること。

ア基本工作法

工 f呈 作 Z提 の 内 廿M 刊

（ア）身体状況の観察と評価 身体変形の状況及び盤底、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並

びに姿勢の決定及び使用目的の確認

（イ）採寸 製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録

（ウ）採型 採裂援による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型

（エ）設計図の作成 製作に必要な設計図の作成

（オ）険性モデルの製作・修正 陰性モデルへのギプスの注裂並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正
ヘ

、表面の仕上げ

（カ）加工・組立て 協性モデル及び設計図にま毒づく加工並びに組立て

（キ）仮合わせ（中間適合検変） 身体への適合並びに装援の各機能の検査及び修正

（ク）仕上げ 各部品の取付け及び仕上げ等

（ケ）適合検査 最終的な身体への迎合及び装霞の各機悔の検査
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イ 身体部位区分

頭・頚部

上肢
体幹部

E三E

下腿.,IE部

ウ基本価格

価 格
円

身体 部位 備 考

採 寸 採 型

綾・頚部 2,600 4,650 

上放（片側） 1,300 3,300 

体 幹 昔日 11, 200 21,600 

骨盤・大腿部 11, 200 21,600 

下腿・足部（片側） l, 500 ／／  

（注）

身体部伎の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせてさま本価格とすること。
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エ製作婆索価格

（ア） 支持部

部 イ立

頭部

上波

体幹部

骨盤・大腿部

下腿部

足部

（注）

名 称

頭部支え

上肢支え（片側）

前腕・手部支え（片側）

平面形状裂

モーノレド主主

シート張り調節型

平面形状型

モーノレド型

シート張り調節君主

下腿支え（片側）

足台（片側）

価 格 円 f!lil 考

7,350 

2,850 

3, 150 

6,000 

41, 400 採寸で製作する場合は80%の価格とすること。

12,500 

6,000 

41,400 採寸で製作する場合は80%の価格とすること。

12,500 

2,300 

2,300 

フレックス檎造を持たせる場合は、 1か所につき5,200円加算できること。
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（イ） 支持部の連結

名 称 穣 類 価 格 円 備 考

国 定 頚部 2,800 

腹部（片側） 2,000 

膝部（片側）

足音＇~ （片側）

遊 動 腹部（片側） 3,000 

膝部（片側）

足部（片側）

角度調獲用部品 機械式 8, 750 

ガス圧式 10,000 

雲監動式 69,900 

（注）

1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。

2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調護用部品を用いる場合は、使用本数

分の価格を加算できること。

3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。

4 1の（ 1）又は（ 3）の各オに掲げる殺構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造量産肢又は装具の

基準に準ずること。

（ウ） 構造フレーム

使用 材料 基本価格円 備 考

木材・金麟 46,000 

（注）

1 テイノレト機構を付加する場合は、 5,000円加算し、必要数の角度調幾用部品を加算できること。

2 昇降機構を付加する場合は、 6,850円加算し、必要数の角度務整用部品を加算できること。

3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。

4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、 1の（ 5）に定める車椅子及び電動車椅子の価格を基本

価格とすること。ただし、鹿位保持装櫨として製作する部分とE重複することとなる部分については、 2の（ 5）に

定める車椅子及び電動車椅子の各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、

リクライニング、テイノレト、リクライエング・テイノレトに娘り率椅子及ひ・箇動車椅子帆ljの機構な優先することと

し、座位保持装塁塁側の機構の製作要索加算は行わないこと。
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（エ） 付属品

名 称 種 類 価 格 円 備 考

カットアウトテープノレ 11, 800 表面クッション張りは3,700円加算できること。

上肢保持部品 アームレスト（片側） 3, 700 

肘パッド（片側） 2,200 

縦型グリップ（片側） 2,650 

横型グリップ（片側）

体幹保持部品 屑パッド（片側n 3,500 

胸ノミッド 3,950 

胸受けローノレ 5, 550 

体幹パッド（片側） 3,050 

腰部レ宅ッド 3, 550 

’自盤保持部品 骨’車生パッド（片側） 2, 150 

曜事部パッド 3, 600 

下肢保持部品 内ii去防止パッド 3,800 

外q¥ii紡止パッド（片側） 2, 100 

II事パッド（片側） 3,300 

下腿保持パッド（片側）

足部保持パッド（片側） 2, 500 

ベノレト部品 ］宵ベノレト（片側） l, 950 

腕ベノレト（片側） !, 650 

手首ベノレト（片側）

胸ベノレト 3,400 

骨盤ベノレト

股ベノレト 3, 550 

大腿ベルト（片側） !, 800 

膝ベノレト（片側11)

下腿ベルト（片側）

足首ベルト（片側）
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支持部カバー 頭部 2,300 脱着式は2,650円加害事できること。

上肢（片側） 1,300 

体幹部 平面形状型 2,800 

モーノレド型 8, 200 

シート張り百調節型 3,300 

骨盤・ 平函形状裂 2,800 

大腿部 モーノレド型 8,200 

シート張り調節裂 3,300 

下腿部（片側lj) !, 300 

足部（片側） !, 300 

内張り アームレスト（片側） !, 400 

テーブノレ 3, 700 

体圧分散補助素材 頭部 3, 750 

上肢（片側） !, 850 

体幹部 8,550 

骨盤・大腿部 8, 550 

下腿部（片側） 1,850 

足部（片側）

キャスター l,500 多機能キャスターは900円加算できること。

その｛也 介助用グリップ（片側） 2, 700 

ストッノぐー 4, 150 

言語さ調整用台座 16, 100 

（注）

1 各種類1個（本）当たりの額とすること。

2 取付けに当たって7 ジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。
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（オ） 爾節機構

名称 種 類 価 格 円 備 考

高 頭部支持部 2,600 

さ
体幹支持部

骨披・大腿支持f耳目
i周

足部支持部（片側rJ) 1,600 

節
アームレスト（片側）

書官 頭部支持部 2, 700 

後
骨盤・大腿支持部

日l司

節
足部支持部（片側） 1,650 

角
頭部支持部 3, 100 

度
綱

テーブル 6,850 
節

脱
体幹パッド（片側） 2, 100 

務
’問盤パッド（片側rJ)

杉並
膝パッド（片側）

アームレスト（片側）
檎

内転防止パッド 5,800 

日開 アームレスト（片側） 2, 100 

関
足部支持部（対－1nrD

機
相i

（注）

1 それぞれを1単位とすること。

2 脱えす・開問機構で、蝶番のみやマジックパンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。

オ完成用部品

座位保持装霞用部品の名称、使用部品、価格等については、 jjljに定めるところによること。

備考

1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐周年数は、通常の使用状態において、当該装震が修理不能となるまでの予想、年数を示したものであること。
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(5) その他

耐用

種 自 名 称 基本構造 付 属 品 価 格 年数 倣 考

内 年

普通用 主体ー繊維複合材料 夜光装鐙 3,550 1 夜光装官霊

石突ー耐摩耗性合成樹脂 ＂＂＂ノレ (1）夜光材付とし

又は高力アノレミエ ゴムグリップ た場合は410円

ウム合金 増しとすること

外装一白色又は黄色の塗 ロ

装若しくは加工 (2）全面夜光材付

形状一直式 とした場合は

2 l, 200円増しと

主体木材 上と同じ。 1,650 すること。

その他はよと同じ。 (3）フラッシュラ

イト付とした場

合は1,650円増

主体ー軽金属 上と同じ。 2,200 5 しとすること。

その他は上と伺じ。 2 ベノレ付とした

視 党 場合はl,650円

罪事答者 増しとするこ

安全つえ 主降格周 主体一繊維複合材料 上と同じ。 4,400 と。

石突及び外装 3 主体木材でポ

一普通用と伺じ。 リカーボネート

形状ー折たたみ式若しく 樹脂被援付とし

はスライド式。 た場合は 1,450 

円増しとするこ

2 と。

主体ー木材 上と同じ。 3, 700 4 ゴムグリップ

その他は上と伺じ。 付とした場合は

660円増しとす

68 



ること。

主体ー軽金属 上と同じ。 3, 550 4 

その他は上と同じ。

身体支持併 主体軽金属 上と同じ。 3,800 4 

用 石突ーゴム文は普通用と

同じ。

外装ー普通用と同じ。

形状一夜式又は折りたた

み式若しくはスライド

式。

レディメイ 主材車トプラスチック 17,000 

ド 又はガラス

望昆 ill 既製品

2 

オーダーメ 主材車ト上と同じ。 82,500 

イド 特殊加工を施したもの。

矯正用 レンズープ 6D未満 17,600 価格はレンズ2枚

ラスチック 1組のものとし、

又はガラス 6D以上 20,200 枠を含むものであ

lOD未満 ること。

乱視を含む場合は

lOD以上 24,000 片nil又は両般にか

20D来、満 かわらず、 4,200 

円増しとするこ

20D以上 24,000 と。

遮光用としての機

能が必要な場合は

、30,000丹とする

こと。
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i~ 鏡 4 

遮光用 主材料は上 前掛式 21,500 

と同じ。

掛けめがね 30,000 

式

コンタクト 主材料一プラスチック 15,400 価格はレンズ1枚

レ ンズ のものであるこ

と。

弱視用 掛けめがね式 36, 700 高倍率（ 3倍率以

上）の主鏡を必要

とする場合は、 21

, 800円増しとす

る。

焦点調整式 17,900 

高度難事器用 次のいずれかを満たすも 電池 34, 200 価格は官電池、骨’導

ポケット裂 の。 イヤモーノレド レシーバー又はへ

① J I S c 5512-2 ツドパンドを含む

000による。 ものであること。

90デシベノレ最大出力音庄 身体の隊審の状況

衛皮革陸軍車用 のピーク値の表示値が 43,900 により、イヤモー

耳かけ型 140デシベノレ未満のも ノレドを必要とする

の。 場合は、｛度浬基準

90デシベノレ最大出カ音圧 の表に掲げる交換

のピーク値が 125デシベ の額の総図内で必

ノレ以上に及ぶ場合は出力 嬰な額を加算する

制限装霞を付けること。 こと。

② J I S c 5512 2 ダンパー入りプツ

015｛こよる。 クとした場合は、
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90デシベノレ入力最大出力

音圧レベノレの最大値（ピ

ーク）の公称値が130デ

シベノレ未満のもの。

90デシベノレ入カ最大出力

音圧レベルの最大値（ピ

補聴器 ーク）の公称値が120デ

シベノレ以上に及ぶ場合は

出力制限装蜜をつけるこ

と。

盤度難l秘用 次のいずれかを満たすも

ポケット型 の。

① J I S c 5512-2 

000』こよる。

90デシベノレ最大出力音庄

のピーク｛症の表示（肢が14

E宣度難聴用 。デ、ンベノレ以上のもの。

耳かけ型 その他はi商皮難l総周ポケ

ツト型及びi高度難l路用耳

かけ型の①に準ずる。

② J I S c 5512】 2

015による。

90デシベノレ入力絞大出力

音圧レベノレの最大値（ピ

ーク）の公称髄が130デ

シベノレ以上のもの。

その他は高度難聴用ポケ

ット型及び高度難聴用耳

かけ型の②に準ずる。

耳あな型 高度難ro軍用ポケット型及

官軍池 55,800 

イヤモーノレド

67, 300 

電池 87,000 

71 

240円増しとする

こと。

平面レンズを必要

とする場合は、修

理基準の表に掲げ

る交換の綴の範囲

5 I内で必要な額を、

また、矯正用レン

ズ又は遮光矯正用

レンズを必要とす

る場合は、般鏡の

修理基準の茨に掲

げる交換の額の純

囲内で必要な額を

加算すること。

1fi度難l徳用3平かけ

型でFM型受信機

、オーディオシュ

一、 FM型用ワイ

ヤレスマイクを必

要とする場合は、

修理基挫の表に掲

げる交換の額の範

囲内で必要な額を

加算すること。

デジダノレ式補聴器

で、補聴器の装用

に関し、専門的な

知識・技能を有す

る者による翻鐙が

必要な場合は2,00

0円を加算するこ



（レディメイド） ぴ高度難聴用耳かけ型に イヤモーノレド と。

準ずる。ただし、オーダ

ーメイドの出力制線装霞

は内蔵型を含むこと。

耳あな型 電池 137,000 

（トr－メイ
γ） 

1！•毒事式ポケ !EC 60118-9 (198 電池 70, 100 

ット型 5）による。 90デシベノレ 骨’毒事レシーバー

最大フォースレベノレの表 ヘッドバンド

示値が110デシベノレ以上

のもの。

符毒事式眼鏡 官草池 120,000 

型 平函レンズ

普通型 原則として折りたたみ式 身体の隊寄の状況により 100,000 価格は、オーダ｝

で大車輪が後方にあるも 、クッション、その他の メイドによる製品

の。 付属品を必婆とする場合 及びモジュラ一方

J I S T 9201-2006 は、修理基準の表に掲げ 式による製品（号

又はJI S T 9201-2 るものを付属品とする。 ジューノレを組み立

016による。 てることにより製

作でき、完成後の

微調投機能を有す

るもの。）に適用

するものとし、レ

ディメイドによる

製品については、

価格欄の額の75%

の範囲内の額とす

リクライニ パックサポートの角度を 上と同じ。 120,000 ること。
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車梼子

ング式普通 変えることができるもの

型 。その他は普通型と向

じ。

テイノレト式 座席とパックサポートが 上と伺じ。 148,000 

普通裂 一定の角度を維持した状

態で角度を変えることが

できるもの。その他は普

述書官と同じ。

リクライニ ノ〈ックサポートの角度を 上と伺じ。 173,000 

ング・ティ 変えることができ、座席

ノレト式普通 とパックサポートが一定

型 の角度を維持した状態で

角度を変えることができ

るもの。その他は普通型

と向じ。

手動リフト 座席のi喝さを変えること 上と同じ。 232,000 

式普通型 ができるもの。

その他は普通援と問じ。

耐I 方 原則として折りたたみ式 上と同じ。 100, 00（〕

大車輪型 で前方に大車輪のあるも

の。

リクライニ パックサポートの角度を 上と同じ。 120,000 

ング式前方 変えることができるもの

大寧輪裂 。その他は前方大車輪型車

と同じ。

片手駆動裂 原則として折りたたみ式 上と同じ。 117, 000 
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クッションを必至芸

とする場合は、修

浬基準の表に掲げ

るクッション等の

額の範囲内で必要

な綴を加算するこ

と。

6 I体幹筋力の低下等

により、鹿位保持

装鐙の完成用部品

（支持部（骨’盤・

大腿部））をクッ

ションとして用い

る必要がある場合

には、 g1Jに定める

ところによるもの

を加算すること。

身体の陣容の状況

により、その他の

付属品を必要とす

る場合は、修理基

準の表に掲げる交

換の額の範閣内で

必要な額を加算す

ること。



で片側にハンドリムをこ

震に装着して、片側上肢

隊害者等が使用できるも

の。

日夕ライニ パックサポートの角度を 上と伺じ。 133,600 

ング式片手 変えることができるもの

駆動目裂 。その他は片手駆動裂と

問じ。

レパー駆動 レパー 1本で駆動操舵が 上と同じ。 160,500 

型 でき、片側上肢隊答者等

が使用できるもの。

手押し型 原則として介助者が押し 上と閉じ。 A 

て駆動するもの。 （折り 82, 700 

たたみ式又は非折りたた

み式） B 

A 大車輪のあるもの 81,000 

B 小車輪だけのもの

日夕ライニ パックサポートの角度を 上と陪じ。 114, 000 

ング式手押 変えることができるもの

し盤 。その他は手押し裂Aと

同じ。

テイノレト式 座席とパックサポートが 上と閉じ。 128,000 

手押し型 一定の角度を維持した状

態で角度を変えることが

できるもの。その他は手

押し裂Aと同じ。

74 



日夕ライニ ノ〈ックサポートの角度を 上と同じ。 153,000 

ング・ティ 変えることができ、座席

ノレト式手持 とパックサポートが一定

し型 の角度を維持した状態で

角度を変えることができ

るもの。その他は手押し

型Aと同じ。

普通型 J I S T 9203 2006 外部充電器 314,000 搾じよ〈そ搭うのある者、

(4. 5Km/h) 、JI S T 9203-20 パッテY- 袴じよ〈そ癒：，の発生の危

10又はJI S T 9203 身体の障害寄の状況により 険性のある者等が

】 2016による。 、クッション、その他の クッションを必要

付属品を必要とする場合 とする場合は、車

普通型 は、修理:!l!i司自の表に掲げ 329,000 椅子の修理基準の

(6Km/h) るものを付属品とする。 表に掲げるクッシ

ョン等及びクッシ

ヨンカバーの交換

術易主主 車椅子に滋動駆動装i翠や 電動装i翠以外の耳rj¥lf子部 の額のfflij間内で必

制御装置を取り付けた簡 分は購入基準に掲げる額 要な費目を加算する

使なもの。 のfflij間内で必要な額をJin こと。

A 切稼式 事草すること。 A 体幹筋力の低下等

電動力走行・手動力 外部充1'll:緑 157,500 により、座位保持

走行を切り替え可能な パッテリー 装置の完成用部品

もの。 箔卸J装i夜以外は、車椅子 （支持部（脅盤・

B アシスト式 の普通裂に準ずる。 B 大腿部））をクッ

駆動入力を電動力で 212,500 ションとして用い

補助することが可能な る必要がある場合

もの。 には、別に定める

電3 動 その他は車椅子の普通型 ところによるもの

に講ずる。 6 を加算すること。

車椅子 外部充電器を必要

とせず当該機能を
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内蔵する場合は

30,000円を、外部

リクライニ パックサポートの角度を 普通型と悶じ。 充電器を必要とす

ング式普通 変えることができるもの 343,500 る場合は修理基準

型 。その他は普通型と淘 の表に掲げる交換

じ。 の額の範阻内で必

要な額を加算する

室率動リクラ 電気でパックサポートの 上と同じ。 こと。

イニング式 角度を変えることができ 440,000 バッテリーの価格

普通型 るもの。その他は普通型 は、修理基準の表

と伺じ。 にtl!げるノミッテリ

｝交換（マイコン

内線型に係るもの

官軍動リフト 電気で座席の言語さを変え ）：と同じ。 701,400 を含む。）の額の

式普通型 ることができるもの。そ 範囲内で必要な額

の｛也は普通型と悶じ。 を加算すること。

また、 ACサーボ

雲監動テイノレ 鐙気で鹿席とパックサポ 上と同じ 580,000 モーター式を必要

ト式普通裂 一トが一定の角度を維持 とする場合は20，。
した状態で角度を変える 00円増しとするこ

ことができるもの。 と。

その他は普通型と伺じ。 身体の降審の状況

により、その他の

電動リクラ 電気でパックサポートの 上と向じ。 982,000 付属品を必要とす

イニング・ 角度を変えることができ る場合は、電動牽

テイノレト式 、座席とバックサポート 梼子の修理基準の

普通型 が一定の角度を維持した 表に掲げる交換の

状態で角度を変えること 額の範閤内で必要

ができるもの。その他は な額を加算するこ

普通型と向じ。 とロ

機能隊審の状況に適合さ 24,300 3 障害児に限る。
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せること。 机上用の盤を取り

主材料ー木材 付ける場合は5,60

座位保持 アルミニウム管 。円増しとするこ

椅 子 スポンジ又はウ と。

レタン ~函に軟性の内張

人工皮革又は布 りを付した場合は

製のカパー 5, 000円増しとす

外 装ーニス主主装 ること。

車載用のものは

40, 700円増しとす

ること。

機能機密の状況に適合さ 27,400 3 障害児に限る。

起 立 せーること。

保持兵 籍形とすること。

主材事一木材

外装ーニス塗装

六輸型 前二輪、中二輪、後二輪 63, 100 

の六輪車とじ、前輸を自

在車輪とすること。

四輪型 前二輪、後二輪の四輪車 39,600 

（腰掛っき） とし、 1諒輸を自在車輪と

すること。

四輪型 上と伺じ。 39,600 サドノレ・テーブル

en~掛·ltL) 付きのもの又は胸

郭支持兵若しくは

骨盤支持具付きの

ものは61,000円増

しとすること。

後方支持型のもの

は21,000円増しと
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すること。

歩行器 三輪型 前一輪、後二輪の三輪車 34,000 5 

とし、前輸を自在車輪と

すること。

二輪型 前二輪、後固定式のE却を 27,000 

有すること。

固定型 四脚を有し、使用時に持 22,000 

ち上げて移動させるも

の。

交互裂 四脚を有し、両ニE却を交 30,000 

互に移動させるもの。

lili位保持椅子等に装着し 7, 100 3 隊'i1f児に限る。

頭 書E て用いるもので、頭部を

保持具 固定する機能を有するも

の。

普通便所で排便が困難な 10,000 2 隊笹児に限る。

場合に用い、 lili位排使が

排 便 容易となるよう機能隊寄

補助兵 の状況に適合させること
． 

。

主材事ト木材

外装-A:ンキ塗装

松葉づえ 主体木材（十分な強度 夜光材 A 夜光材付とした場

を有するもの） 3,300 合は、 410円（全：

脇当ースポンジ又はウレ B 面夜光材付とした

タン製の枕 3,300 2 場合1,200円）増

皮革、人工皮革又 しとすること。

は布製のカバー 価格は1本当たり

外装ニス塗装 のものであること

A 普通型 。
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B 伸縮型 外装に白色又は策

主体ー軽金属 A 色ラッカーを使用

脇当一合成軟質樹脂 4,000 した場合は 260円

歩行補助 握り部分一合成軟俊樹脂 B 4 増しとすること。

外装ー塗装なし 4,500 

つ え A 普通型

B 伸絡型

カナディア 主体ーアルミニウム、 夜光材 自， 000 4 

ン・クラッ 3濡fま

チ 上部4段間隔以上、下部

9段間関以上の調節装燈

を付けるものとする。

腕支持器

ーアルミニウム鋳物

及びステンレス

鋼板

握り部分

ーアルミニウム鋳物

及びゴム

外装ー塗装なし

ロフストラ カナディアン・クラッチ 夜光材 8,000 4 

ンド・クラ に準ずる。

ッチ

多点杖 つえの下部に三本以上の 夜光材 6,600 4 

脚を有するもの。

主体ー経金属

外装ー塗装なし

プラットホ カナディアン・クラッチ 夜光材 24,000 4 

ーム杖 に準ずる。

E重度隊密 文字等走査 意思伝逮機能を有するソ プリンク 143,000 5 ひらがな等の文字

者用意思 入力方式 フトウェアが組み込まれ 身体の隊警の状況により 綴り選択による文

伝達装置 た専用機器であること 、その他の付胤品を必要 惑の表示や発声、
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文字盤又はシンボノレ等 とする場合は、修理基準

選択による意思の表示 の表に掲げるものを付属

の機能を有する簡易な 品とする。

の。

鱗易な環境制御機能 上と閉じ。 191, 000 

が付加されたもの

i肉度な環境制御機能 遠隔制御装霞 450,000 

が付加されたもの その他は上と問じ。

の
排
許
可
も

80 

要求項目やシンボ

ノレ等の選択による

伝言の表示や発声

等を行うソフトウ

ェアが組み込まれ

た専用機器及びプ

リンタとして構成

されたもの。その

｛也、隊審に応じた

付属品を修理基準

の中から加えて加

算することができ

ること。

簡易な環境制御機

能が付加されたも

のとは、 1つの機

器操作に関する要

求項目を、インタ

フェースを通して

機禄に送倍するこ

とで、当該機器を

自ら操作できるソ

フトウェアをハー

ドウェアに組み込

んでいるものであ

ること。

高度な重量境制御機

能が付加されたも

のとは、複数の機

器操作に関する要

求項目を、インタ

フェースを過して



機器に送信するこ

とで、当該機器を

自ら操作すること

ができるソフトウ

ェアをハードウェ

アに組み込んでい

るものであること

。

通信機能が付加され 遠隔制御装盤 通信機能が付加さ

たもの その他は上と向じ。 れたものとは、文

章表示欄が多く、

定型句、各種設定

等の機能が盛筏な

特徴を持ち、生成

した伝雷を、メー

ノレ等を用いて、遠

問問地の相手に対し

て伝逮することが

できる専用ソフト

ウェアをハードウ

ェアに組み込んで

いるものであるこ

とロ

生体現象方 生体信号の検出装i遼及び プリンタ及び迷i脇島lj街l装 450,000 生体現象方式とは

式 解析装霞 璽を除き上と同じ。 、生体現象（脳波

や悩の血液蚤等）

を利用して「はい

・いいえJを判定

するものであるこ

と。

備 考
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1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。
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2 借受け基準

( 1) 義枝、装具及び座位保持装匿の完成用部品

義手用部品、義足用部品及びJ.ili位保持装霞用部品の名称、使用部品、価格等については、 ~ljに定めるところ

によること。

(2) その他

種 目 名 称 基 本構造 付 属 品 価 格 備 考

円

座位保持 機能F章容の状況に適合させること。 1,010 隊密児に限る。

4奇 子 主材事ト木材 111上用の盤を取り

アルミニウム管 付ける場合は、

スポンジ又はウレタン 170円増しとする

人工皮革文は布製のカバー こと。

外装ーエス塗装 座商に軟性の内張

りを付した場合は

120円欄しとす

ること。

車戦用のものは、

840円憎しとする

こと。

歩行器 六輪型 前二輪、中二輪、後二輪の六輪車と 1,570 

し、前輸を自在車輪とすること。

四輪恕 前二輪、後二輸の四輪車とし、前輪 990 

（目聾掛っき） を自在車輪とすること。

凶輪型 上と閉じ。 990 サドノレ・テーブノレ

（腰掛なし） 付きのもの又は胸

都支持具若しくは

’Ill・盤支持兵付きの

ものは、 1,520円

増しとすること。

後方支持型のもの

は、 520円増しと

すること。
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三輪型 前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪 850 

を自在車輪とすること。

二輪製 前二輪、後翻定式の脚を有すること 670 

。

固定型 四脚を有し、使用時に持ち上げて移 550 

動させるもの。

交互型 四脚を有し、同二脚を交互に移動さ 750 

せるもの。

震度隊審 文字等走査 意思伝主主機能を有するソフトウェア プリンタ 3,570 ひらがな等の文字

者用意思 入力方式 が組み込まれた専用機器であること 身体の隊審の状況 綴り選択による文

伝逮議官霊 。文字盤又はシンボル等の選択によ により、その他の 宝章の表示や発戸、

る意思の表示等の機能を有する簡易 付践品を必要とす 要求項目やシンボ

なもの。 る場合は、修理基 ノレ等の選択による

準の表に掲げるも 伝言言の表示や発声

のを付属品とする 等を行うソフトウ

。 ェアが組み込まれ

た専用機器及びプ

リンタが、一体的

なシステムとして

構成されたもので

あること。

鰯易な環境制御機能が付加された 上と問じ。 4, 770 簡易な環境制御機

もの。 能が付加されたも

のとは、 1つの機

器操作に隠する婆

求項目を、インタ

フェースを過して

機器に送倍するこ

とで、当該機器を

自ら操作できるソ

フトウェアをハー

ドウェアに組み込
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高度な潔墳時i御機能が付加された

もの。

通信機能が付加されたもの

生体現象方 生体信号の検出装歯及び解析装盤
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遠騎引j御装授

その他は上と同

じ。

遠隔制御装陸

その他は上と同

じ。

プリンタ及び遼陪

11, 250 

11, 250 

んでいるものであ

ること。

高度な環境制御機

能が付加されたも

のとは、複数の機

器操作に関する要

求項目を、インタ

フェースを過して

機器に送信するこ

とで、当該機器を

自ら繰作すること

ができるソフトウ

ェアをハードウェ

アに総み込んでい

るものであること

。

通信機能が付加さ

れたものとは、文

章表示欄が多く、

定型句、各種設定

等の機能が基金笛な

特徴を持ち、生成

した伝震を、メー

ノレ等を用いて、遠

隔地の相手に対し

て伝達することが

できる専用ソフト

ウェアをハードウ

ェアに組み込んで

いるものであるこ

と。

生体現象方式とは



式

備考

制御装君愛を除き上

と同じ。

1 本表の価格は、医師の採裂技術料を含まないものであること。
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、生体現象（脳波

や脳の血液毅等）

を利用して「はい

・いいえj を判定

するものであるこ

と。



3 修理基準

( 1 ) 義肢ー殻構造義肢

j1J!; 理 項 目 価 格

ア ソケットの交換 1の（ 1）のイの採裂区分ごとの主主本価格又は複製価絡にソケットの価格を加算した額を

もって修理価格とすること。

イ ソフトインサートの交換 1の（ 1 ）のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格文は単独の場合の何

格をもって修理価格とすること。

ウ支持部の交換 交換した支持部の側格をもって修理価格とすること。

工務手用ハーネス及び義足 交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。

懸垂用部品の交換

オ外装の交換 交換した外装の価格をもって修理価格とすること。

カ完成用部品の交換 2の（ 1）のカに掲げる基本価格に、 1の（ 1)のオに掲げる額を加算した綴をもって修理

価格とすること。

キ ソケットの翻盤 断端の変化に対しソケットを籾墜した場合に7,150円をもって修理価格とすること。

（注）

1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、 1の(1）のオに掲げる綴を加算することができること。

2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができるこ

と。
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ア ソケットの交換
（ア） 基本価格及び複製価格

価 格
円

名 称 採型区分 型 式 備 考

基本価格 複製価格

義手用 A-1 装 飾 用 39, 100 24,200 解申H師事日間切断用は、 13,700円増しとする

作 業 用 39, 100 24,200 こと。

官E 慰J 式 50, 100 33,000 

A-2 装 宮市 用 41, 400 27,500 吸え費式は、 26,200円増しとすること。

イ下 業 用 41, 400 27,500 

骨量 動 式 47,600 30,800 

A 3 装 飾 用 39, 100 25,000 吸え費式は、 26,200円増しとすること。

イ宇 業 用 39, 100 25,000 

能 動 式 44,200 28,400 

A-4 装 飾 用 40, 200 22, 3・00 願上懸垂式は、 13,100円i闘しとすること。

｛乍 書長 用 40,200 22,300 スプリットソケットは、19,700円増しとする

自色 動 式 41, 700 24,600 こと巴

委事足用 B-1 受 血 式 90,400 61,200 片側l骨盤切断用は、 17,800円増しとするこ

カ ナ ダ式 90,400 61,200 と。

B 2 室長 込 式 57, 700 42,600 短断端切断用キップシャフトは、 51,400円

ライナ一式 101, 500 67,800 増しとすること。

吸 え寄 式 145,000 69,000 坐骨収納裂ソケットは、 55,400円増しとす

ること。

B 3 差 込 式 57, 700 41, 500 

ライナー式 77,800 61,300 

吸 事量 式 121,300 62,500 

B 4 主主 込 式 44,200 37, 700 大腿支柱付きは、 24,400円増しとすること

p T B 式 66,600 41,000 0 

p T s 式 81,800 49, 700 

K B M 式 84,500 49, 700 

（注）

1 頼上懸霊式は、ミュンスター式及びノースウエスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェッタソケットを用い

る場合の基本価格に限り、 45,300円加算できること。

3 坐骨収納型ソケットを除く吸藩式、県目上懸黍式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラス
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名

チックを使用した場合は、 s.150円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた

場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に娘り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算

はできないこと。

（イ） ソケットの価格

称 採裂区分 使用 材料 価 格 備 考

円

議手用 A-1 アノレミニウム、セノレロイド 11, 000 

皮 革 9,000 

熱硬化性樹脂 20,200 

熱可塑性樹脂 5, 150 

A 2 アノレミニウム、セノレロイド 9, 700 

皮 主主 11, 800 

熱硬化性樹脂 13,900 

熱可塑性樹脂 6,650 

A-3 アノレミニウム、セノレロイド 9, 700 

皮 主草 12,800 

熱硬化性樹脂 13,900 

事！＼可塑性樹脂 4, 750 

A-4 アノレミニウム、セノレロイド 8,550 

皮 主主 11, 700 

熱硬化性樹脂 13,500 

書！I可塑性樹脂 4,650 

議足用 B-1 アノレミニウム、セノレロイド 21, 700 

需品磁化性樹脂 36,200 

熱可塑性樹脂 15,000 

B 2 オ＝ 製 49,500 エアクッションソケットは、 15,400円増しとす

アノレミニウム、セノレロイド 14,400 ること。

皮 主革 19, 100 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱硬化性樹脂 27,900 絡を加算することができること。

熱可塑性樹脂 16,600 主たる機感材にカーボンストッキネットを朋い

樹n~注型を行う場合は、 17, 700円増しとするこ

と。

B-3 アノレミニウム、セノレロイド 14,800 エアクッションソケットは、 15,400円増しとす

皮 革 24, 700 ること。

熱硬化性樹脂 41,300 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱可塑性樹脂 19,000 格を加算することができること。

主たる檎1薗材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注型を行う場合は、 17,400円増しとするこ

と。

B-4 アノレミニウム、セノレロイド 11, 600 エアクッションソケットは、 14,100円摘しとす

皮 主革 17,300 ること。

熱硬化性樹脂 25, 100 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱可塑性樹脂 13,200 格を加算することができること。
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イ ソフトインサートの交換

名 称 採裂区分 使用材料

義手用 A-1 皮 革
軟性発泡樹脂
皮事・軟性発泡樹脂

A 2 皮 革
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂

A 3 皮 主草
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂

A 4 皮 革
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂

A 5 皮 革
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂

義足用 B 1 皮 革
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂

B-2 皮 2事
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂
皮革・フェノレト
シ リ ＝コ 一ン

B 3 皮 1j'i 

軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂
皮革・フェノレト
シ 日 ::i ン

B-4 皮 華客

軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂
皮革・フェルト
ユノ リ ご2 」 ン

B-5 皮 2草
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発湖制旨

B-6 皮 主革
i険性発泡樹脂
皮革・軟性発淘樹脂

B-7 皮 主主
軟性発泡樹脂
皮革・軟性発泡樹脂

価

ソケット
交換に付槌
す る 場 合

4,500 
4,500 
7,650 

3,950 
4,400 
7,350 

3,950 
4,400 
7,350 

3,800 
4,350 
7, 050 

3,800 
4,350 
7,050 

6, 750 
5,050 
10, 100 

5, 150 
4,650 
6,550 
9,250 

42,200 

5,800 
4,800 
9,200 
10,200 
45,400 

4,200 
4,450 
6,800 
7,900 

36,200 

4,500 
7,300 
7,800 

2,850 
3,250 
5, 700 

2,200 
2,550 
4,450 
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主たる積層材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注型を行う場合は、 6,850円増しとするこ

と。

格
円

備 考

単独の場合

11, 600 
15,500 
19, 100 

10,400 
14,900 
16,500 

10,400 
14,600 
16,400 

9,600 
13, 700 
15, 700 

9,950 
14,800 
17,00〔｝

14, 100 
20,200 
23, 700 

12, 700 
20,200 
23,200 
15,900 
42,200 

11, 400 
19, 500 
23,600 
16,800 
45,400 

10,500 
15,600 
17,000 
14,500 
36,200 

9,600 
16, 100 
17,200 

8, 100 
14, 100 
15, 700 

6, 750 
12,800 
14,500 



（注）

1 軟性発泡樹脂とは、 PEライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を夜うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称 型 式 部 位 使用材料 価 格円 封自 考

義手用 装飾用 屑 部 8,450 

能動式 上 腕 部 アノレミニウム、セノレロイド 7,550 

熱硬化性樹脂 23,300 

前 腕 部 アノレミニウム、セノレロイド 9,650 

昔前硬化性樹脂 19,300 

作業用 上 腕 部 7,550 万事義手用及び上続務手用に幹部を使用

する場合に限ること。

前 腕 部 9,650 前腕義手用に幹部を使用する綴合に限

ること。

議足用 常－ 用 目貫 部 10,200 

大 腿 部 木製 31,800 

アノレミニウム、セノレロイド 30,300 

熱硬化性樹脂 31,800 

下腿部 木製 31,200 

アノレミエウム、セノレロイド 28,000 

熱硬化性樹脂 31,200 

足 昔日 軟性発泡樹脂 14,300 

作業用 大 腿 部 59,000 股義足用及び大腿義足用に鉄E却を使用

する場合に~Jtること。

下腿部 28,000 下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限

ること。

（注）

1 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。

2 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができること。

3 蔚義手で、ソケットに統く部分の形状を健側のように毅えるため又はよ腕部との接統のために修正を行う場合

は、 9,000円増しとすること。

4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を縫側のように整えるため又は股継手の土台を綴廃するために大幅な修

lEを行う場合は、 10,500円増しとすること巴

5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。

6 支持部の長さ及びi商さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。た
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だし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができること。

7 ブロック継手交換は、支持部の修理部伎の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う歩

合は、外装交換の額を加算することができること。

8 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができること。

エ 毒事手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

部 品 備 考

議 一式交換 4,400 

手 i美錠締革交換 !, 700 

用 I j築錠留革交換 !, 750 

ノ、 I たわみ式肘継手交換 1,650 

前方支持バンド交換 !, 650 

ネ 上腕カフ（三頭筋パッド） 3, 150 

ス

議 一式交換 4, 400 

足 罪事吊り格交換 4,250 

懸 i義足用股吊格交換 川｜価絡は、 1本当たりのものであること。

ま垂 i位置革交換 3,000 

用 腰パンド交換 3,400 

昔日 機吊帯交換 3,600 

品 ｜炎錠締革交換 2,400 

炎錠留1再交換 2, 150 

金具．部品交換 2,800 価格は、 1か所当たりのものであること。

（注）

1 毒事手舟ノ、ーネス及び義足懸愛用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに 1の（！）のエの（エ）に掲げ

る額を加算したものとすること。ただし、 1の（1）のエの（エ）に掲げられていないものの修理は、基本価格をも

って修理価格とすること。

2 金兵部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。
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オ外装の交換

名 称 外装部位 使用材料等 価 格問 備 考

義手用 璃 部 皮 革 6, 700 

プラスチック 18, 900 

！塗 装 3,950 

上 腕 部 皮 革 7,200 

プラスチック 18,900 

E、藍 装 3,950 

高官 腕 者日 皮 1事 7,200 

プラスチック 15,200 

互、量 装 3,950 

義足 用 股 音日 皮 革 9,900 

プラスチック 18, 200 

塗 装 4,450 

大 腿 部 皮 2草 8,000 

プラスチック 18, 200 

塗 装 4,450 

下 IBH 書店 皮 革 8, 700 

プラスチック 16,300 

塗 き、邑 4,450 

足 部 表 言革 6, 750 

，契 革 5,500 

塗 装 5,550 

リアノレソックス 2, 150 リアノレソックスは、完成用部品を加えることができるこ

と。
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カ 完成用部品の交換

（ア） アライメント調整を必婆とするもの

名 称 交 換 部 ロロ口 基本価格円 備 考

義手用 腐継手部品 15, 900 

肘継手部品 9, 500 

手続手部品 3,600 

務起用 股継手部品 18,500 

膝継手部品 16, 100 

足継手部品 3,600 

前留金兵部品 9,200 

溶 接 9, 350 価格は、 lか所当たりのものであること。

（注）

1 筋金交換は、右又は左のー側を 1単位とすること。

2 プロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとすること。

（イ） アライメント翻整を必要としないもの

名 称 交 換 部 品 基本価格内 備 考

務 手 用 腐義手部品 4,400 

肘ブロック継手部品 5,900 

肘筋金部品 3,350 

手継手部品 3,200 

手先具部品 2, 700 

コントロールケーブノレ部品 2,800 

義足 用 股継手部品 4,600 

膝プロック部品 6, 100 

膝筋金部品 2, 700 

足部部品 2,900 

作業用スプリング 1, 750 

作業用足部褒ゴム 2, 550 

吸器式パノレブ 5,650 

前留金具部品 3,950 

溶 接 1,900 価格は、 lか所当たりのものであること。

（注）

1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとすること。

2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとすること。

93 



( 2) 義肢ー骨格構造義肢

｛彦 現 I買 自 価 格

ア ソケットの交換 1の（ 2）のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額を

もって修理価格とすること。

イ ソフトインサートの交換 1の（ 2）のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価

格をもって修理似格とすること。

ウ支持部の交換 交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。

工務手用ハーネス及び義足1 交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。

懸垂用部品の交換

オ外装の交換 交換した外装の価格に、 1の（ 2）のオに掲げる額を加算した綴をもって修理価格とする

こと。

カ 完成用部品の交換 使用部品ごとに lの（ 2）のオに掲げる額に、 2,550円を加算した額をもって修理価格と

すること。ただし、ストッキネット、吸着パルプ、懸王監ベノレト、 KBMウエッジ、断端

袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキッ

ト及びエアパイロンポンプの交換の場合には、 1の（ 2）のオに掲げる額をもって修理価

格とすること。

キ ソケットの掬磁 院rr端の変化に対しソケットを総数した場合に7.150円をもって修理価格とすること。

（注）

1 ア文はウの修環で完成用部品を必要とする場合は、 1の（ 2）のオに掲げる額を加算することができること。

2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加鋒することができるこ

と。

3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に破ること。
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ア ソケットの交換

（ア） 基本価格及び複製価格

価 格 ヘ
名 称、 採裂区分 型 式

円
備 考

基本価格 複製価格

務手用 A-1 装飾用 39, 100 24,200 屑IF胸郭間切断用は、 13,700円増しとするこ

と。

A-2 装飾用 41, 400 27,500 吸え奇式は、26,200円増しとすること”

A-3 装飾用 40,200 22,300 願上懸霊式は、 13,100円姻しとすること。

スプロットソケットは、 19,700円増しとする

こと。

ま義足用 B 1 カナダ式 90,400 61,200 片側骨盤切断用は、 17,800円増しとするこ

と。

B-2 差込式 57, 700 42,600 短断端切断用キップシャフトは、 51,400円瑚

ライナー式 101,500 67,800 しとすること。

吸務式 145, 000 69,000 坐骨収納型ソケットは、 55,400円増しとする

こと。

B 3 差込式 57, 700 41,500 

ライナー式 77,800 日1,300

吸え寄式 121,300 62,500 

B-4 差込式 44,200 37, 700 大腿文枝付きは、 24,400伺増しとすること。

p T B式 66,600 41, 000 

P T  S式 81,800 49, 700 

K B  M 式 84,500 49, 700 

B 5 差込式 46,600 39,400 

有窓式 68,600 42, 700 

（注）

1 頼上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウエスタン式とすること。

2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用い

る場合の基本価格に限り、 45,300円加算できること。

3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、頼上懸霊式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチ

ックを使用した場合は、 8,150円加算できること。その他については、製作工程にチェッタソケットを用いた場合

であって、透瞬プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はでき
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ないこと。

（イ） ソケットの価絡

名 称 採型区分 使 用 材 料 価格 制自 考ー

円

毅手用 A-1 アノレミニウム、セノレロイド 11, 000 

皮 革 9,000 

梨、河!ii!イヒ性格rn~ 20,200 

熱可塑性樹脂 5, 150 

A-2 アノレミニウム、セノレロイド 9, 700 

皮 2革 11, 800 

熱硬化性樹脂 13,900 

熱可塑性樹脂 6,650 

A-3 アノレミニウム、セノレロイド 8,550 

皮 ;¥1.: 11, 700 

熱硬化性樹脂 13,500 

熱可塑性樹脂 4,650 

義足用 B-1 アノレミニウム、セノレロイド 21, 700 

熱『!ii!化性樹脂 36,200 

熱τiJ~担性樹脂 15,000 

B 2 木 製 49,500 エアクッションソケットは、 15,400円増しとす

アノレミニウム、セノレロイド 14,400 ること。

皮 主主 19, 100 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱硬化性樹目旨 27,900 格を加算することができること。

熱可観性樹脂 16,600 主たる綴j濁材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注裂を行う場合は、 17,700円増しとするこ

と。

B-3 アノレミニウム、セノレロイド 14,800 エアクッションソケットは、 15,400円増しとす

皮 革 24, 700 ること。

熱硬化性ff;）脂 41,300 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱可塑性樹脂 19,000 格を加算することができること。

主たる務l習材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注型を行う場合は、 17,400肉増しとするこ

と。

B-4 アノレミニウム、セノレロイド 11, 600 エアクッションソケットは、 14,100円増しとす

皮 高E 17,300 ること。

熱硬化性樹脂 25, 100 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価

熱可主題性樹脂 13,200 格を加算することができることD

主たる機感材にカーボンストッキネットを用い

樹脂注型を行う場合は、 6,850円増しとするこ

と。

B 5 アノレミニウム、セノレロイド 12,000 エアクッションソケットは、 13,000円増しとす
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イ ソフトインサートの交換

仮 格
円

名 称 採型区分 使用材料 ソケット 制I 考

交換に付随 単独の場合
する場合

義手用 A-1 皮 2事 4, 500 11, 600 

軟性発泡樹脂 4,500 15,500 

皮革・軟性発泡樹脂 7,650 19, 100 

A-2 皮 1事 3,950 10,400 

軟性発淘樹脂 4,400 14,900 

皮革・軟性発泡樹脂 7,350 16,500 

A 3 皮 革 3, 800 9,550 

軟性発泡樹脂 4,350 13, 700 

皮革・軟性発淘樹脂 7, 050 15, 700 

造事 Ji': 用 B 1 皮 革 6, 750 14, 100 

軟性発泡樹脂 5, 050 20,200 

皮革・軟性発泡樹脂 10, 100 23, 700 

B-2 皮 2事 5, 150 12, 700 

軟性発泡樹脂 4,650 20,200 

皮革・軟性発泡樹II旨 6, 550 23,200 

皮革・フェノレト 9, 250 15,900 

シ リ :::! ン 42, 200 42,200 

B 3 皮 草 5,800 11, 400 

軟性発泡樹脂 4,800 19, 500 

皮革・軟性発泡樹脂 9,200 23,600 

皮革・フェノレト 10, 200 16,800 

シ リ :::! ン 45,400 45,400 

B-4 皮 革 4, 200 10,500 

軟性発泡樹脂 4, 450 15,600 

皮革・軟性発泡樹脂 6,800 17,000 

皮革・フェノレト 7, 900, 14,500 

シ リ ＝コ ン 36, 200 36,200 

B-5 皮 革 4』 500 9, 600 

軟性発泡樹脂 7,300 16, 100 

皮革・軟性発泡樹脂 7,800 17,200 
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ム

（注）

1 軟性発泡樹脂とは、 PEライト及びスポンジであること。

2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を滋うものであること。

ウ支持部の交換

名 称 価 格円 備 考

爾 義 手 用 13,600 

上 腕 軍主 手 用 10,800 

前 腕 望主 手 用 10, 700 

股 室主 足 用 16,300 

大 腿 議 足 用 16,200 

下 腿 義 足 用 10, 700 

（注）

1 1商務手で、ソケットに統く部分の形状を健相iのように整えるため又は上腕部との接統のために修正を行う場合

は、 9,000円摘しとすること。

2 股義足で、ソケットに統く部分の形状を健側のように盤えるため又は股継手の土台を務総するために大幅な修

正を行う場合は、 10,500円増しとすること。
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エ義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分 交 換 部 品 基本価格円 備 考

議 一式交換 4,400 
手
用 美錠締革交換 l, 700 
ノ、

美錠留革交換 l, 750 
ネ
ス 上腕カフ（三頭筋パッド） 3, 150 

事基 一式交換 4,400 

足 J箇吊り帯交換 4,250 

懸 義足用股吊格交換 1,850 価格は、 1本当たりのものであること。

垂 位霞革交換 3,000 

用 腰バンド交換 3,400 

音日 機吊帯交換 3,600 

品 美錠締2車交換 2,400 

美錠留1車交換 2, 150 

金具部品交換 2,800 価格は、 1か所当たりのものであること。

（注）

1 議手用ハーネス及び重量足懸黍用部品の交換の価格は、主主本価格に、使用部品ごとに 1の（2）のエの（エ）に掲げ

る額を加算したものとすること。ただし、 1の（2）のエの（エ）に掲げられていないものの修理は、慕本価格をも

って修理価格とすること。

2 金主主部品交換の義本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。

オ外装の交換

名 称 価 格円 骨E 考

璃 義 手 用 10, 700 

上 腕 書昆 手 用 8,500 

前 腕 望星 手 用 7,600 

股 議 足 用 27,000 

大 腿 聾主 足 用 21,600 

膝 2事 足 用 19,300 

下 腿 望昆 足 用 17,000 

（注）

フットカパー又はジアノレソックスを必婆とする場合は、 1の（ 2）のオの完成用部品の価格を1,050円増しとするこ

と。
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( 3）装具

修 理 項 目 価 格 備 考
円

ア継手及び支持部の交換 修理項目ごとに 1の（ 3）のエに掲
げる価格に、！， 150内を加算した
額をもって修理価格とすること。

イ 完成用部品の交換 修理項目ごとに 1の（ 3）のオに掲
げる価格をもって修理価格とする
こと。

ウ マジックバンドの交換 修理館所ごとに25mm幡のものは
800問、 50mm憾のものは、！， 150 

月とすること。ただし、援付きの
場合には、当該価格を2倍した額
を修理価格とすること。

エ溶接 修理箇所ごとにアライメントの翻
！！藍を必要とするものは、 8,850
円、必要としないものは、 1,800

円とすること。

オその他の交換・修理

（ア） 下肢装具 足底草交換又は 5,550 

足底ゴム交換
｛度

理 靴裂装具 本底交線 7,950 服部品の価格を含むものであること。
昔日

畦L 足底t市板交換 6,900 踏まず支え等の機能を有し、取外しが
できる構造のものに限る。

半張交換 3,250 

磁交換 1,550 

徽上交換 1,250 

威張かけ交換 1,900 

ファスナー交換 2,850 

t~n革交換 650 尊底の場合は、 1,300円増しとすること。

体幹装具 磁性コノレセット 2,900 

筋金交換
ij"tl(｛生コノレセット 1,250 

筋金交換

（イ） （ア）以外の部位 修理項目ごとに 1の＇（ 3）のエに掲
げる価格とすること。

（注）
1 採型又は採寸を必要とする修理については、 1の（ 3）のウに掲げる価格を加算することができること。
2 ア又はオ（（イ）に係るものに限る。）の修理で完成用部品を必要とする場合は、 1の（ 3）のオに掲げる価格を
加算することができること。

3 靴製装具は、右文は左のー側を 1単位とすること。
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( 4) 座位保持装音量

修 理 項 自 価 格
円

ア支持部の交換 1の（4）のエの（ア）に掲げる価格に、 1.150円を加算した額をも

って修理価格とすること。

イ 支持部の綱基盤 寸 法 調 主産 形 状 宮高 整

E露 部 2,450 3,450 

上腕部 1,500 2,300 

前腕・手昔日

体 幹 部 z. 900 s. 100 

脅’盤・大腿部

下腿部 1,500 2,300 

足 部

ウ 支持部の連結、連結角度統整用部品の交換 修理項目ごとに1の（4）のエの（イ）に掲げる価格に、 1.150円を

加算した額をもって修理価格とすること。

エ構造フレームの交換 1の（4）のエの（ウ）に掲げる基本価格に、 1.150円を加算した額

をもって修理価格とすること。

車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分

については、車椅子の修理基準に準ずること。

オ付属品の交換 修理項闘ごとに 1の（4）のエの（エ）に掲げる価格をもって修理価

格とすること。

カ調節機構の交換 修理項目ごとに lの（4）のエの（オ）に掲げる価格をもって修理価

格とすること。

キマジッタパンドの交換 25mm憾のものは、 850円、 50醐憾のものは、 1,150円とし、褒イ寸き

を必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。

ク 完成用部品の交換 修理項箆ごとに1の（4）のオに掲げる価格をもって修理価格とす

ること。

（注）

採寸又は採裂を必要とする修理については、 1の（4）のウに掲げる価格を加算することができること。
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( 5) その他

種 関 型式 修 理 部 位 価格円 部自 考

視覚障 7 グネット付き石突交換 760 

答者安

全つえ

枠交換 8,000 矯正用レンズ、遮光矯正用レ

IN ンズに古L視矯正を含む場合は

矯正用レンズ（ 6D未満）交換 5, 100 、片限又は両恨にかかわら

矯正用レンズ（ 6D以上 lOD未満）交換 6, 450 ず、 4,200円増しとするこ

矯正用レンズ（ 1 0 D以上）交換 8,400 と。

鏡 遮光矯1E用レンズ交換 11, 100 

遮光用レンズ交換 11, 000 

耳あな型シェノレ交換（レディメイド） 6,300 

術 耳あな型シェノレ交換（オーダーメイド） 26,400 

耳あな型スイッチ交換 3, 150 

耳あな型テレホンコイノレ交換（レディメイド） 8,400 

耳あな裂テレホンコイノレ交換（オーダーメイド） 12, 700 

耳あな型極板交換 l, 050 

聡 耳あな型ボリューム交換（レディメイド） 8,400 

耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド） 11, 600 

耳あな型マイクロホン交換（レディメイド） 13,500 

耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド） 15,950 

耳あな捜レシーパー交換（レディメイド） 14,200 

若草 耳あな製レシーバー交換（オーダーメイド） 20,000 

耳あな型抵抗交換（レディメイド） 2, 100 

耳あな裂抵抗交換（オーダーメイド） 8,900 

耳あな裂コンデンサ交換（レディメイド） 2, 100 

』、
耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド） 8,900 

耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド） 1,050 

耳あな型電池ホノレダー交換（オーダーメイド） 1,550 

耳あな型トリマー交換（レディメイド） 6,300 

耳あな型トリマー交換（オーダーメイド） 9,500 
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耳あな型サスベンション交換

耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）

耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）

耳かけ型ケース組立交換

耳かけ型スイッチ交換

耳かけ型テレホンコイノレ交換

耳かけ型極板交換

lj:かけ型ボジューム交換

耳かけ型マイクロホン交換

耳かけ型レシーバー交換

耳かけ型トリマー交換

耳かけ型フック交換

耳かけ型'!It池ホノレダー交換

耳かけ型耳栓組立交換

耳かけ裂サスベンション交換

耳かけ裂アンプ組立交換

震度難聴用ポケット裂スイッチ交換

E霊度難聴用ポケット型テレホンコイノレ交換

震度難聴用ポケット型マイクロホン交換

盤皮革rei臨用イヤホン交換

重度難l隠用耳かけ型レシーパー交換

重度難聴周コード交換

重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換

限綴型ケース組立交換

限鋭型スイッチ交換

限鏡型テレホンコイノレ交換

眼鏡型緩板交換

眼鏡型ボリューム交換

眼鏡型マイクロホン交換

眼鏡型f号導子交換

眼鏡型アンプ組立交換

眼鏡型アンプ組立交換（送信用）

眼鏡型アンプ組立交換（受借用）
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31, 700 

42,200 

3, 750 

4,500 

2,550 

l, 470 

6,450 

11, 810 

12, 120 

1,900 

620 

1,000 

600 

640 

29,880 

3, 150 

1,350 

8,300 

5,490 

15,000 

1,800 

40,400 

9,400 

3,450 

3,300 

l, 400 

4,580 

13,900 

16,400 

23, 100 

35, 200 

54, 700 



眼鏡君主プランク（空つる）交換

眼鏡型テンプノレ（補助つる）交換

限鋭型フロント（前枠）交換

限鋭型平面レンズ交換

ポケット型ケ｝ス組立交換

ポケット型クリップ交換

ポケット型スイッチ交換

ポケット裂テレホンコイノレ交換

ポケット裂極板交換

ポケット劉ボリューム交換

ポケット型マイクロホン交換

骨毒事式ポケット型レシ｝パー交換

骨毒事式ポケット型ヘッドバンド交換

ダンパー入り耳かけ型フック交換

FM型受信機交換

FM型操作用;Ji!;板交換

4,350 

3, 100 

9,500 

3,600 

5,400 

1,200 

3,500 

1, 350 

1,350 

4,580 

5,400 

10, 500 

3, 150 

960 

80,000 

日 00 1旧周波数帯用のもの。

FM型用ワイヤレスマイク交換（充電池を含む。） I 98, ooo 

FM裂トリマ一基板交換

FM型アンプ紹立交換（受信用）

FM型受俗図路組立交換

FM型アンテナ交換

FM型水晶振動子交換

FM型用ワイヤレスマイク発振回路組立交換

FM型用ワイヤレスマイク ID基絞組立交換

FM型受信機ケース（端子）交換

日， 000 ｜！日周波数帯用のもの。

48, ooo I I日周波数帯用のもの。

46,000 

5,000 ｜！日周波数帯用のもの。

6,000 ｜旧j蒋波数櫛用のもの。

27,000 ｜旧照波数千It用のもの。

14,000 ｜旧照波数帯用のもの。

5,000 

FM型受信機スイッチ交換 I 4, ooo 

FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換 I io, ooo 

FM型用ワイヤレスマイク基板交換 I 64, ooo 

FM型用ワイヤレスマイクケース交換 I s, ooo 

FM型用ワイヤレスマイク充電池交換 I 5, ooo 

FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換 I s, 500 

FM型用ワイヤレスマイク外部入カコード交換 I z, ooo 

イヤモールド交換 I 9, ooo 

104 



コンセント交換 830 

I C闇路交換 4,550 

イヤホン交換 3, 170 

コード交換 680 

トランジスター又はダイオード交換 2,050 

抵抗交換 2,050 

コンデンサ交換 2,050 

トランス交換 1,900 

オーディオシュー交換 5,000 

人工 人工内耳用音声僑号処理装霞修理 30,000 

内耳

クッション交換 4,090 

E転 クッション（ポリエステノレ繊維、ウレタンフォーム等の 10,000 

多！趨構造のもの及び立体編物構造のもの）交換

クッション（ゲノレとウレタンフォームの組合せのもの） 19,080 

交換

クッション（パノレブを開期するだけで空気量を調整する 30,000 

椅 もの）交換 三重構造とする場合は、

クッション（特殊な空気室檎造のもの）交換 45,000 !, 300円増しとすること。

フローテーションパッド交換 30,000 

背クッション交換 10,000 

子 特殊形状クッション（’骨盤・大腿部サポート）交換 25, 750 

クッションカハー（防水加工を施したもの）交換 7,460 

クッション滑り止め部品交換 1,920 枕は含めないこと。

パックサポート交換 8,860 

延長パックサポート交換 10, 190 

枕（オーダー）交換 10,330 

枕（レディメイド）交換 5,830 

パックサポートパイプ交換 3,830 

ノくックサポートパイプ取付部品交換 3, 700 

張り翻霊童式ノ〈ックサポート交換 15,080 

3請さ調整式パックサポート交換 12,080 
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背折れ機構部品交換

背座間角度調整部品交換

アームサポート（肘当て部分）交換

アームサポート（フレーム）交換

高さ角度調整式アームサポート交換

高さ調整式アームサポート（段階網整式）交換

角度網整式アームサポート交換

跳ね上げ式アームサポート交換

脱走寄式アームサポート交換

アームサポート拡幅部品交換

アームサポート延長部品交換

レッグサポート交換

脱務式レッグサポート交換

挙上式レッグサポート（パッド形状）交換

開閉挙上式レッグサポート（パッド形状）交換

開閉・脱務式レッグサポート交換

フットサポート交換

へッドサポートベース（-vノレチタイプ）交換

座布交換

鹿張り綱盤部品交換

座奥行き翻盤（スライド式）部品交換

座級交換

座席昇降ハンドノレユニット交換

座席昇降チェーン交換

座席昇降メカユニット交換

フレーム（サイドベース）交換

フレーム（サイド拡張）交換

フレーム（サイド拡張）取付部品交換

フレーム（折りたたみ）交換
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7, 180 

8, 100 

4,620 

4,600 

9,010 

3, 310 

7,050 

6,060 

6,200 

3,610 

3,610 

2, 700 

5, 780 

7,450 

10, 290 ｜前後調盤の構造を有する場合

6, 790 ｜は4,160円増し、角度網整、

3, 780 ｜左布調皇室の各構造を有する場

合は、各1,500円増しとする

こと。

枕は含めること。

27,080 

8, 750 

10,000 

16, 970 

日，800

15,800 

8,400 

22, 100 

10, 700 

8,500 

3,200 

22, 180 



ブレ｝キ交換 9, 100 

キャリバーブレーキ交換 8,000 

フットブレーキ（介助者用）交換 7,970 I 1回当たりとすること。

延長用ブレーキアーム交換 1,630 

リフレクタ（反射器一夜光材）交換 430 

リフレクタ（反射器一夜光反射板）交換 670 

ハンドPム交換 5,240 購入後に後付けする場合は、

滑り止めハンドリム交換 8, 740 4,350円増しとすること。

ノブ付きハンドリム交換 4,470 

キャスター（大）交換 8,000 

キャスター（小）交換 5,800 

屋外用キャスター（エア一式等）交換 7,500 

リーム交換 5,500 

率制l位霞鋼接部品交換 16, 120 

大車輪脱着ハブ交換 5,000 

サイドガード交換 6,820 購入後に後付けする場合は、

タイヤ交換 4, 270 1, 740円増しとすること。

ノーパンクタイヤ交換 4, 190 

チューブ交換

シートベルト交換

テーブノレ交換

スポークカパー交換
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塗装 I 11,900 

ノ、プ取付部品交換 I 6, 100 

キャスター取付部品交換 I 7, ooo 

ノ、ブ‘用スプリング交換 I 16, ooo 

ステッキホノレダー（杖たて）交換 I 3, ooo 

泥よけ交換 I 6, 050 

転倒防止装霞交換 I 3, 150 

転倒防止装鐙（キャスター付き折りたたみ式）交換 I s, 670 

107 



官草

動

携帯用会話補助装擾搭載台交換

酸言語ボンベ国定装君愛交換

人工呼吸器搭載台交換

栄養パック取り付け用ガートノレ架交換

点滴ポーノレ交換

シリンダー用レバー交換

メカロック交換

テイノレト用ガスダンパー交換

ワイヤー交換

ガスダンパー交換

幅止め交換

高さ翻盤式手押しハントソレ交換

率戦時田定用ブック交換

日よけ（雨よけ）部品交換

6輪構造部品交換

成長対応裂部品交換

jJf吸引器搭載台交換

コントローラー交換

コントローラー部品交換

！冠動自フトコントローラー交換

電動リフトコントローラ一部品交換

電動テイノレトコントローラー交換

電動テイノレトコントローラ一部品交換

操作申IJ御部交換

｜操作制御部部品交換

電動リフト操作制御部交換

費抑JPフト操作制御部部品交換

電動テイノレト制御部交換

電動テイノレト制御部部品交換

108 

30,000 

13,000 

25,000 

10, 190 

10, 430 

2,500 

10,000 

15,000 

1,800 

15,000 

4,290 

7,840 

3,000 

購入後に後付けする場合は、

750円憎しとすること。

12,000 ｜パックサポート高さ及び張り

34, 720 1網整、座奥行き及び張り調

印， 020 I 盤、フットプレート前後濁

25,000 

84,300 

9,500 

40,600 

10,200 

94,500 

10,200 

24,300 

5,800 

30,500 

5, 100 

30,500 

5, 100 

盤、司王ii州立i珪澗盤及び税務ノ、

プ、その他成長対応に必要な

構造を有すること。



車 ｜翻ロフト自動停止制御部交換 15,200 

冠動ロフト自動停止制御部部品交換 5, 100 

官軍動テイノレト自動停止制御部品交換 15, 200 

官軍動テイノレト自動停止制御部部品交換 5, 100 

ノ、ーネス及びリレー交換 9,000 

椅 ｜ハーネス及びリレ一部品交換 3,400 

電動リフトハーネス交換 15,200 

宝章動テイノレトハーネス交換 15,200 

モーター交換 28,500 

モータ一部品交換 7,200 

子 ｜電動リクライニングモーター交換 17,000 

重量動リフトモーター交換 60,900 

'Ii動リフトモーター部品交換 8, 100 

電動テイノレト号ーター交換 17,000 

冠動テイルトモーター部品交換 8, 100 

ギヤ｝ボックス交換 45, 100 

ギヤーボックス部品交換 9, 700 

覧室動リクライニング装密交換 53,300 

電動ジクライニング装援部品交換 22,200 

官軍動テイノレト装怪交換 53,300 

雲監仰Jテイノレト袋陵部品交換 22,200 

電動又は官軍磁式ブレ｝キ（簡易裂用を除く。）交換 17,400 

官軍動又は'!ltli控式ブレーキ（簡易型用に限る。）交換 12, 500 

手動ブレーキ交換 12,200 

手動ブレーキ部品交換 7,200 

クラッチ交換 8,600 

フレーム交換 38,300 

プレーム部品交換 8,900 

シートフレーム交換 15, 100 

シートフレーム部品交換 6,400 

電動リフトシートフレーム交換 81,200 

電動リフトメインフレーム交換 101,500 

電動テイノレトシートフレーム交換 81,200 
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パックサポートパイプ交換 8,800 

延長パックサポート交換 9, 300 枕は含めないこと。

枕（オーダー）交換 10, 330 レディメイドは50%とする

こと。

張り調整式パックサポート交換 15, 080 

へッドサポートベース（マノレチタイプ）交換 16,950 ｜枕は含めること。

高さ百周整式アームサポート交換 3,310 

跳ね上げ式アームサポート交換 4,680 

アームサポート拡幅部品交換 3,610 

アームサポート延長部品交換 3,610 

アームサポートパイプ交換 4, 150 

アームサポートクッション交換 3,450 

サイドガード交換 5,000 

ノくックサポート交換 6,900 

シート交換 7,500 

フットサポート交換 11, 500 ｜悶盤角問左右調

般の各構造を有する場合は、

各1,500円増しとすること。

フットサポート部品交換 5,200 

開閉・ Jl見積式レッグサポート交換 6, 790 

キャスター交換 9,600 

キャスタ一部品交換 3,900 

フロントホイーノレ交換 4,300 

リヤーホイーノレ交換 5,200 

タイヤ交換 8, 100 

ノーパンクタイヤ（前輪）交換 5,000 

12,400円増しとすること。

ノーパンクタイヤ（後輪）交換 5,000 ｜購入後に後付けする場合は、

13,300円増しとすること。

リヤシャフト交換 6, 700 

霞動リフトシャフト交換 50,800 

電動テイノレトシャフト交換 58,000 

電動リフトチェーン交換 50,800 
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雲監事bリフトチェーンアジャスター交換

簡易型協動装援交換

簡易型ホイーノレ交換

簡易型ホイーノレ部品交換

簡易裂右側駆動装霞交換

街易型左側駆動装霞交換

簡易裂駆動装薗部品交換

パッテリー交換

パッテリー（マイコン内藤裂ニッカド電池）交換

パッテロー（マイコン内蔵型ニッケノレ水紫電池）交換

バッテリー（Vチウムイオン滋池）交換

バッテリ一部品交換

内蔵充電器交換

外部充億器交換

充雲監器部品交換

オイノレ又はグリス交換

ステッキホノレダー（杖たて）交換

転倒防止装蔭交換

転倒防止装鐙（キャスター付き折りたたみ式）交換

クライマーセット（段差乗り越え補助装霞）交換

フロントサブホイーノレ（潜脱輪防止装霞）交換
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344 1B 

23,400 

25,800 3,000円増しとす

ること。

31,000 

54,000 

124,400 

2,300 

47,600 

20,000 5,000円瑚しとす

ること。

11, 800 

2, 700 

3,000 

3, 750 

7, 740 

18,000 

11, 200 



携帯用会話補助装蜜搭載台交換

酸紫ボンベ悶定装援交換

人工呼吸器搭載台交換

栄養パック取り付け用ガートノレ架交換

点滴ポーノレ交換

背座間角度調盤音ll品交換

El!奥行き翻整（スライド式）部品交換

官室動スイングチンコントローノレ一式交換

（以下パーツ）

パワースイングチンアーム交換

チン操作ボックス交換

セレクター交換

液晶モニター交換

頭部スイッチ・取付金具交換

手動スイングチンコントローノレ一式交換

（以下パーツ）

手動スイングチンアーム交換

チン挽作ボックス交換

手動スイングアーム交換

30,000 

13,000 

25,000 

9,000 

9,000 

8, 100 

12, 080 

213,000 

68,250 

15,250 

88,000 

52,000 

20,000 

35,000 

19, 750 

15,250 

10,000 

多綴入力コントローラ（非常停止スイッチボックス）交

換

20,000 ｜購入後に後付けする場合は、

28,000円増しとすること。

多様入力コントローラ（4方向スイッチボックス）交換｜ 30,000 

多機入力コントローラ（4方向スイッチボード）交換 I 30, ooo 

多様入力コントローラ（ 8方向スイッチボックス）交換｜ 50,000 

多様入力コントローラ（8方向スイッチボード）交換 I 5o, ooo 

多様入力コントローラ（ノ雌ジョイスティックボツク ｜ 仰∞

ス）交換

多様入力コントローラ（フォースセンサ）交換 I 88, ooo 

多様入力コントローラ（足用ボックス）交換 I 40, ooo 

衡易 1入力一式交換 I 90, ooo 

延長式スイッチ交換 I I, 000 

レパーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけし／ブ）

交換

山 ｜購入後に後付けする場合は、

1,650円増しとすること。
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レパーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ベンノブ、太 3,860 購入後に後付けする場合は、

長ノブ、 T字ソブ、極小ノブ）交換 2,980円増しとすること。

感度調整式ジョイスティック交換 10,000 購入後に後付けする場合は、

5, 000円増しとすること。

ジョイスティックのパネ圧変更部品交換 7, 500 ｜購入後に翻する場合は、

500円増しとすること。

前輪パワーステアリング部品交換 51,000 

車載時固定用フッタ交換 3,000 I 1ケ所当たりとすること。

日よけ（雨よけ）部品交換 6,000 

リフレクタ（反射器一夜光材）交換 λ 430 I 1回当たりとすること。

リフレクタ（反射器一夜光反射材）交換 670 

シートベルト交換 4,300 

テーブノレ交換 10,.900 

成長対応型部品交換 56,020 ｜パックサボート問叩

網整、鹿奥行き及び張り調

接、フットプレート前後調

盤、その他成長対応に必要な

構造を有すること。

手動リクライニング装闘交換 35,000 

疲吸引器搭載台交換 25,000 

キャスター（大）交換 7,400 

歩 ｜キャスター川交換 3, 700 

腰掛交換 4,850 

行 7,200 

ブレーキ交換 14,200 

器 ｜グリップ交換 1,850 

I 1回当たりとすること。総塗主主装 8,500 

り替えの場合に限ること。

歩 1,450 

守補丁
凍結路節用滑り止め（非ゴム系）交換 1,000 

助
つ
え

重 本体修理 50,000 

度 淘定台（アーム式又はテーブル澄き式）交換 30,000 
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草草 固定台（自立スタンド式）交換 50,820 

害 入力装蜜固定具交換 30,000 

者 呼び鈴交換 20,000 

用 呼び鈴分岐装i遼交換 33,600 

苦主 接点式入力装援（スイッチ）交換 10,000 

，思 帯電式入力装鐙（スイッチ）交換 40,000 触れる操作で僑号入力が可能

伝 なタッチセンサーコントロー

逮 ラーであること。別途必要な

装 タッチ式入力装霞は10,000円

盤 ピンタッチ式先端部は6,30

。円増しとすること。

筋電式入力装鐙（スイッチ）交換 80,000 

光雲監式入力装霞（スイッチ）交換 50,000 

呼気式（吸気式）入力装盤（スイッチ）交換 35,000 

圧'II主察子式入力装鐙（スイッチ）交換 38,000 

空気圧式入力装霞（スイッチ）交換 38,000 感度調盤可能なセンサーを使

用するものに限る。
視線検出式入力装鐙（スイッチ）交換 180,000 

迷附i制御装殴交換 21,000 

（注）

1 価格は、原則として 1枚（個）当たりとすること。

2 部品交換の価格は、 1回当たりとすること。
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、
眼
鏡
ぺ
補
聴
器
、
車

器
1
刈
羽
州
司
ベ
刈
羽
吋
司
刷
制
剤
倒
制
叫
樹
制
到
叫
例
制
叶
附
引
寸
寸
、
一
椅
子
、
電
動
車
椅
子
、
座
位
保
持
椅
子
、
起
立
保
持
具
、
歩
行
器
、
頭
部
保

車
椅
子
、
電
動
車
椅
子
、
鹿
位
保
持
椅
子
、
起
立
保
持
具
、
歩
行
器
、
頭
部
一
持
呉
、
排
便
補
助
兵
、
歩
行
補
助
つ
え
及
び
重
度
障
害
者
用
意
思
伝
達
装
脇
陣

保
持
具
、
排
便
補
助
具
、
歩
行
補
助
つ
え
及
び
霞
一
度
障
害
者
用
意
思
伝
達
装
一
と
し
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
以
外
の
基
準
に
つ
い
て
は
、

置
と
し
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
以
外
の
基
準
に
つ
い
て
は
一
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
隊
容
の
現
症
、
生
活
環
境
等
を
特
に
考

、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
の
現
症
、
生
活
環
境
等
を
特
に
一
成
し
て
市
町
村
が
焚
用
を
支
給
す
る
補
装
具
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
規
定
に

考
慮
し
・
て
市
町
村
が
費
用
を
支
給
す
る
補
装
具
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
規
定
一
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
路
害
者
更
生
相

に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
七
十
六
条
第
一
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
更
生
一
談
所
そ
の
他
摩
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
に
基
づ
き
当
該
市
町
村

相
談
所
そ
の
他
豚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
機
関
の
意
見
に
基
づ
き
当
該
市
町
一
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

村

が

定

め

る

も

の

と

す

る

。

一

2
・
3

（

路

）

一

2
・
3

（賂）

4

次
に
掲
げ
る
購
入
等
に
係
る
費
用
の
額
の
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
一

4

次
に
掲
げ
る
購
入
等
に
係
る
費
用
の
額
の
基
準
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
別
表
の
規
定
に
よ
る
価
格
の
百
分
の
百
十
に
畑
相
当
す
る
額
と
す
る
一
わ
ら
ず
、
別
表
の
規
定
に
よ
る
価
絡
の
百
分
の
百
十
に
相
当
す
る
額
と
す
る

1 5 

一
1
十
（
略
）

十
一
別
表
の

3
の
阪
の
人
工
内
耳
の
項
中
人
工
内
耳
用
音
戸
信
号
処
理
装

鐙
修
理

（賂）

（略）

，、，斗
e

（
新
設
〉

5 

（絡）

別
表

同

開

鞘

U
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相
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印
）
市
E
U
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両
町
副
判
－

別
表

阿

蘇

U
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桝
矯
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I
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詞
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書
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申
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時
間
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